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【体系】 【計画期間】

基本方針

重点項目

実施計画

Ⅰ 行政改革アクションプランの概要

1 行政改革アクションプランの位置づけ

2 行政改革アクションプラン（後期プラン）の取り組み

Ⅰ 第3次行政改革大綱実施計画の概要

1 第3次行政改革大綱実施計画の位置づけ

2 第3次行政改革大綱実施計画の取り組み

杵 築 市 で は 、 行 政 改 革 に つ い て 、「 杵 築 市 総 合 計 画 」 の な か で 掲 げ た 将 来 像 、「 歴 史 と 文 化 の 薫 り 高 き 豊

か な 感 性 が あ ふ れ る ま ち 」 の 実 現 に 向 け 、“ 市 政 創 造 ”、“ 協 働 ”、“ 行 政 経 営 ” を 基 本 理 念 と し た 「 第 2 次

行 政 改 革 大 綱 」 を 策 定 し て 取 り 組 ん で い ま す 。  

「 行 政 改 革 ア ク シ ョ ン プ ラ ン 」 は 、 大 綱 の 実 施 計 画 と な る も の で 、 市 民 サ ー ビ ス の 維 持 と 向 上 を 図 っ て

い く た め 、 具 体 的 な 項 目 、 内 容 な ど の 行 政 改 革 の 具 体 的 な 取 り 組 み を 明 ら か に し た も の で す 。  

行 政 改 革 ア ク シ ョ ン プ ラ ン （ 後 期 プ ラ ン ） は 、「 行 政 改 革 ア ク シ ョ ン プ ラ ン 」 の 後 半 ４ ヶ 年 の 実 施 計 画

と な る た め 、「 第 ２ 次 行 政 改 革 大 綱 」 の 体 系 を 踏 ま え て 策 定 し た 、 行 政 改 革 ア ク シ ョ ン プ ラ ン （ 前 期 プ ラ

ン ） の 枠 組 み を 継 承 し 、 現 状 に 応 じ た 取 り 組 み 内 容 の 修 正 や 新 た な 視 点 で の 取 り 組 み 項 目 を 追 加 し て い

ま す 。  

 

【 体 系 】                     【 計 画 期 間 】  

杵 築 市 で は 、 行 政 改 革 に つ い て 、「 杵 築 市 総 合 計 画 」 の な か で 掲 げ た 将 来 像 、「 歴 史 と 文 化 の 薫 り 高 き 豊 か な 感 性 が

あ ふ れ る ま ち 」 の 実 現 に 向 け 、「 協 働 の ま ち づ く り と 市 民 サ ー ビ ス の 向 上 」、「 効 率 的 ・ 効 果 的 な 行 政 運 営 」、「 健 全 な 財

政 運 営 」 を 基 本 方 針 と し た 「 第 ３ 次 行 政 改 革 大 綱 」 を 策 定 し て 取 り 組 ん で い ま す 。  

「 第 3 次 行 政 改 革 大 綱 実 施 計 画 」 は 、 大 綱 の 実 施 計 画 と な る も の で 、 質 の 高 い 行 政 サ ー ビ ス の 安 定 的 な 提 供 、 多 様

な 担 い 手 と の 協 働 に よ る ま ち づ く り を 図 っ て い く た め 、 具 体 的 な 項 目 、 内 容 な ど の 行 政 改 革 の 具 体 的 な 取 り 組 み を 明

ら か に し た も の で す 。  

第 3 次 行 政 改 革 大 綱 実 施 計 画 は 、 平 成 2 9 年 度 か ら 令 和 2 年 度 ま で の 「 第 3 次 行 政 改 革 大 綱 」 の ４ ヶ 年 の 実 施

計 画 と な り 、 そ の 取 組 項 目 は 内 容 が 明 確 で 、 出 来 る だ け 数 値 目 標 を 設 定 し 、 実 現 的 で 実 効 性 の あ る こ と を 基 本 的

な 考 え 方 と し て 策 定 し て い ま す 。  

第3次行政改革大綱

第3次行政改革大綱実施計画
実施
計画

大綱

２９年度 ３０年度 ３１・元 ２年度期間

協働のまちづくりと
市民サービスの向上

効率的・効果的な
行政運営 健全な財政運営

協働のまちづくりの推進
市民参画機会の拡充

市民満足度の充実

組織・機構の見直し

定員管理・給与等の適正化
職員の資質向上

事務の効率化

財政基盤の確立
歳入の確保

歳出の抑制

１０取組項目 ２３取組項目 １２取組項目

第3次行政改革大綱実施計画

第３次行政改革大綱
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3 第3次行政改革大綱実施計画の推進体制と進捗管理

第 ３ 次 行 政 改 革 大 綱 の 基 本 方 針  
 

◆  協 働 の ま ち づ く り と 市 民 サ ー ビ ス の 向 上  
 市 民 と 行 政 が 相 互 理 解 を 深 め 、 お 互 い に 共 通 の 認 識 を 持 ち 、 協 働 し て ま ち づ く り を 行 う 「  
新 し い 公 共 」 を 推 進 し て い く と と も に 、 多 様 化 す る 市 民 ニ ー ズ を 的 確 に 把 握 し 、 将 来 に わ た っ  
て 質 の 高 い 行 政 サ ー ビ ス の 提 供 に 向 け 取 組 む も の と し ま す 。  

 
◆  効 率 的 ・ 効 果 的 な 行 政 運 営  

簡 素 で 機 能 的 な 組 織 を 構 築 し 、 職 員 の 意 識 改 革 と 能 力 向 上 を 図 る と と も に 、 適 正 な 職 員 配 置  
に 努 め ま す 。 ま た 、 事 務 事 業 評 価 の 体 制 を 確 立 さ せ 、 P D C A マ ネ ジ メ ン ト サ イ ク ル を 活 用 し て  
不 断 の 見 直 し を 行 い 、 事 務 事 業 の 重 点 化 ・ 効 率 化 を 図 り ま す 。  

 
◆  健 全 な 財 政 運 営  

効 果 や 優 先 順 位 を 踏 ま え た 事 業 の 選 択 と 集 中 を 図 り 、 徹 底 と し た コ ス ト 意 識 に よ る 経 費 の 節  
減 、 限 ら れ た 資 源 の 最 適 な 配 分 を 図 る と と も に 、 歳 入 の 確 保 に 努 め る こ と に よ り 、 持 続 可 能 な  
財 政 基 盤 の 確 立 に 取 組 む も の と し ま す 。 ま た 、 公 共 施 設 の 適 正 配 置 と 健 全 運 営 、 施 設 の 長 寿 命  
化 を 図 り 、 財 政 負 担 の 軽 減 と 平 準 化 を 図 り ま す 。  

 
重 点 項 目  

 
○ 協 働 の ま ち づ く り と 市 民 サ ー ビ ス の 向 上  
  １ ． 協 働 の ま ち づ く り の 推 進   ２ ． 市 民 参 画 機 会 の 充 実   ３ ． 市 民 満 足 度 の 充 実  
○ 効 率 的 ・ 効 果 的 な 行 政 運 営  
  １ ． 組 織 ・ 機 構 の 見 直 し     ２ ． 定 員 管 理 ・ 給 与 等 の 適 正 化  ３ ． 職 員 の 資 質 向 上  
  ４ ． 事 務 の 効 率 化  
○ 健 全 な 財 政 宇 運 営  
  １ ． 財 政 基 盤 の 確 立       ２ ． 歳 入 の 確 保       ３ ． 歳 出 の 抑 制  
 

 
 
 

第 3 次 行 政 改 革 大 綱 実 施 計 画  

第 3 次 行 政 改 革 大 綱 実 施 計 画 の 効 果 的 、 効 率 的 な 推 進 を 図 る た め 、 各 項 目 担 当 課 が 責 任 と 自 覚 を も っ て

進 捗 管 理 を 行 う と と も に 、「 杵 築 市 行 政 改 革 推 進 委 員 会 」（ 第 三 者 機 関 ） に お い て 外 部 評 価 を 行 い 、 よ り 実

効 性 の 高 い も の に し て い き ま す 。  

項 目 等 に つ い て は 、 社 会 経 済 情 勢 の 変 化 に 柔 軟 に 対 応 す る た め 、 毎 年 度 見 直 し を 行 い ま す 。  

実 績 等 の 内 容 は 、 広 報 誌 や ホ ー ム ペ ー ジ に よ り 広 く 市 民 に 公 開 し て い き ま す 。  
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１．財政状況

①経常収支比率
※１

の適正化

②市債残高の適正化

③基金残高の適正化

　平成３０年度決算における実質収支、経常収支比率、実質公債費比率等の各種財政指標が、それぞれ前年度から悪化、特に経常収支比率では、数値が

１００．９％となり、令和元年度以降も公債費の増加等により１００％を超える見込みです。

　また、令和元年度予算を見ると、２２億円の基金の取崩しを行わなければ黒字が確保できない状況となっており、基金現在高は大きく減少し、その他

の財政指標や地方債現在高はかなり悪化するとされています。

　今後の状況について、歳入では、法人税の大幅な減額が見込まれるうえ、交付税・臨時財政対策債が減少し、歳出では、人件費や物件費、扶助費や公

債費等の経常経費の増加が見込まれるため、基金は減少の一途をたどると推測されます。普通建設事業では大型事業が落ち着き、多額の地方債借入もな

くなると予測されますが、歳入が期待できない以上、可能な限りの歳出削減に努めなければなりません。

　このような状況のなか、引き続き健全な財政構造を構築し、複雑で多様化する行財政需要に応えていくためには、「第3次行政改革大綱実施計画」の

取組項目を着実に推進していく必要があります。

　以下、主な財政指標においては、次のように取り組みます。

市債残高は、平成17年度末に普通会計ベースで215億円であったものが、平成３０年度末には２３４億円と１９億円増加しました。

これは、合併特例債や過疎債を活用した大型事業の増加によるものです。市債残高は、後年度の財政負担を伴うことから、可能な限り

の縮減が望まれますが、市債は投資的事業の財源となる点を踏まえ、毎年行なっている総合計画の実施計画の見直し時に十分協議を行

い、計画的な発行に努めます。

　経常収支比率は、財政構造の弾力性を示す比率で、この比率が低いほど財政構造の弾力性に富んでいることを表わしています。杵築
市の経常収支比率は、平成18年度で90.1％となっていましたが、平成３０年度は１００．９%と悪化しています。これは、社会保障
関係経費（扶助費・繰出金）や、公営企業会計への出資金、大型事業・過疎対策事業の実施による公債費、多様化する事業に対応する
ための人件費の増加が主な要因です。現状では市税の増収は期待できないため、歳出の削減に努め、経常収支比率の改善に取り組みま
す。

　主要5基金（財政調整基金、減債基金、市有施設整備基金、地域活力創出基金、職員退職手当基金）は平成２８年度末残高７４億９
千万円から、大型事業の実施、普通交付税の減額等により基金の取り崩しが増加したため平成３０年度末では６２億６千万円と大きく
減額しています。今後迎える普通交付税の一本算定への移行や合併特例債発行期間の終了を見据え、安定的な事業財源としての基金確
保に努めます。

４ 財政状況と杵築市総合計画、行政改革大綱、第3次行政改革大綱実施計画
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④実質債務残高倍率
※２

の適正化

⑤財政健全化指標の適正化

※１　経常収支比率　・・・・・・・・・・

※２　実質債務残高倍率　・・・・・・

※３　実質赤字比率　・・・・・・・・・・

※４　連結実質赤字比率　・・・・・・

※５　実質公債費比率　・・・・・・・・

※６　将来負担比率　・・・・・・・・・・

　実質債務残高倍率は、平成１８年度の２０７％以降、２００％未満に抑えていましたが平成３０年度には２０１％と増加しました。

今後も、市債残高の増加が見込まれており、実質債務残高の増加が予想されます。実質債務残高は、市債残高や主要基金残高と密接に

関連することから、市債の計画的な発行、基金の計画的な積立と積極的な活用を図りながら、実質債務残高の増嵩を抑えます。

　平成19年に地方公共団体財政健全化法が制定され、実質赤字比率※３、連結実質赤字比率※４、実質公債費比率※５、将来負担比率

※６が財政健全化の判断比率の基準となりました。杵築市の平成３０年度決算では、各比率とも国が示した早期健全化基準以内の数値

を示しており、今後とも、この4指標の適正化に努めます。

地方税、普通交付税を中心とする毎年度経常的に収入される一般財源のうち、人件費、扶助費、公債費のように毎年度経常的に支出される経費に
充てられた一般財源の割合。数値が高いほど、財源に余裕がない。市町村では75％を上回らないことが望ましいとされている。

償還すべき地方債の現在高と履行すべき額の確定している支出予定額（債務負担行為支出予定額）の標準財政規模に対する割合。将来負担の重
さを量るもので、200％未満が健全とされている。
（標準財政規模＝標準税収入等＋普通交付税）

公営事業会計及び公営企業会計を除いた特別会計と一般会計における実質赤字額の標準財政規模に対する割合。一定基準以上の比率となった
団体は、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき、「財政再生計画」を作成しなければならない。

公営事業会計及び公営企業会計を含めた全会計の実質赤字額（連結実質赤字額）の標準財政規模に対する割合。一定基準以上の比率となった
団体は、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき、「財政再生計画」を作成しなければならない。

普通会計等の公債費や公営企業債の元利償還金に対する繰出金などの公債費に準ずるものを含めた実質的な公債費相当額（普通交付税で措置
される分は除く）に充てられた一般財源の標準財政規模に対する割合の過去3年間の平均値。この数値が18％を超えると、地方債の発行の際に県
知事の許可が必要となる。

地方公社や損失補償を行なっている出資法人等に係るものも含め、地方公共団体の一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模
に対する比率のことで、この比率が350％（早期健全化基準）以上となった市町村は、財政の早期健全化を図るため、「地方公共団体の財政の健全
化に関する法律」に基づき、「財政再生計画」を作成しなければならない。

—　用語の解説　—
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普通会計決算収支等の状況

平成30年度

(1) 19,854

(2) 19,102

(3) 753

(4) 345

(5) 408

(6) 10,455

9,006

6,261

(8) 23,359

(9) 6,127

(10) 479

(11) 6,606

(12) 6,407

(13) 199

各種財政指標等の状況

平成30年度

0.342

3.9%

100.9%

26.3%

9.7%

23.0%

－

－

10.6%

46.6%

201%152% 158% 160% 155%193% 173% 159% 145% 151% 174.0%

9.7%

42.6%

実 質 債 務 残 高 倍 率 207% 151%

26.0%

9.6%

う ち 公 債 費 22.2%

－

－

ー

22.4%

ー

321

平成29年度

0.342

4.7%

経 常 収 支 比 率 98.5%

1,142 1,111 1,099 1,129

6,706

6,385

6,483

648

7,131

6,146 6,334

498

10,596

485

6,869

6,378

985 779

23,900

6,223

483

9,951

う ち 主 要 ５ 基 金 残 高 7,177

区　　　　　　分 平成29年度

20,914

20,308

605

107

平成28年度

39.0%

22.4%

平成28年度

491

687

10,677

ー

9.3%

6.4%

96.4%

24.1%

8.6%

7,494

23,172

6,384

20,595

19,854

741

54

89.1%

802

685

7,223

0.3390.334

5.1%

92.1%

平成26年度

10,226

7.9%

22.2%

6,627

22,985

18,608

700

155

545

10,698

9,805

17,029

平成26年度

19,308

歳 出 総 額 16,855

平成20年度

歳 入 総 額 17,684

平成21年度

17,978

－

平成25年度

19,425

18,504

921

119

23,183

6,538

6,094

平成25年度平成19年度

0.379

(11) に 対 す る 一 本 算 定 額

実 質 収 支 比 率

5.8% 6.0%

6.4%

963

区　　　　　　　分

10.8%

41.6%

－

47.2%

－

将 来 負 担 比 率 74.6% 88.0%

実 質 公 債 費 比 率

78.5% 61.0%

11.3% 11.3%

ー

9.9%

57.9% 54.2%

－

12.3%

－

11.0%

－

11.4%

6.2%

92.4% 90.4%

－

7.0%

24.2%

83.0%

19.1%

平成21年度

0.364

87.3%

平成22年度

－

6.3%

実 質 赤 字 比 率

う ち 人 件 費 25.7%25.8% 22.7%

－

連 結 実 質 赤 字 比 率

23.3%

普 交 税 ＋ 臨 財 債 (9)+(10)

財 政 力 指 数 0.389

4.9%

平成20年度

915

平成18年度

5,385

0.370

5,352

臨 時 財 政 対 策 債

22,120

5,773

3,145

5,115

6,3486,263

22,025

6,030

5,586

31

(7)
基金積立金現在高(土地開発基金除く)

911

標 準 財 政 規 模

4,005

合併算定替影響額 (11)-(12)

490

地 方 債 現 在 高

普 通 地 方 交 付 税

平成18年度

9,622

17,227

9,775

形 式 収 支 (1)-(2) 499

翌 年 度 繰 越 財 源

実 質 収 支 (3)-(4) 624

655

平成22年度平成19年度

17,929

702

469

6,363

20,097

197

10,429

17,354

4,663

10,785

5,582

5,378

3,951 4,364

5,773

924

756

5,932

6,789

646416

6,143

147

953

22,060

651

21,569

6,7546,721

11,09811,347

22,584

平成23年度

う ち 扶 助 費

55

647

30

444

8,326

21,837

3,726

20,225

19,200

755

1,025

19,293

878

804

153 142

19,541

897

6.8%

平成24年度

0.330

平成24年度

86.1%

18,931

7.0%5.7%

20,438

－

22.0%

－

23.3% 22.3%

－－

21.7%

0.332

7.9%

708

6,329

7,428

90.1%

平成23年度

0.346

1,016

0.385

23,007

7,645

6,349

706

6,503

10,819

6,118

10,0088,965

7,460

10.7%

6,720

10,910

6,421

9,578

－

10.5%

22.2%

6,648

6.4%

22.0%

21.6%21.4%

7.4%

21.3%

6.9%

6.5%

87.4%

22.5%

5.7%

平成27年度

20,190

19,255

935

121

814

10,841

10,043

21.6%

8.3%

6,860

23,688

6,504

609

7,113

(単位：百万円）

39.8%

7.5%

90.7%

21.4%

ー

平成27年度

0.339

ー

9.2%
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２．杵築市総合計画、行政改革大綱、第3次行政改革大綱実施計画

年度 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31･1 2 3 4 5 6

前期基本計画 後期基本計画 前期計画 後期計画

第3次行政改革大綱第２次行政改革大綱第１次行政改革大綱

集中改革プラン

行政改革アクションプラン

前期プラン 後期プラン

第3次行政改革大綱
実施計画

総合計画

行政改革大綱

実施計画

第１次総合計画 第２次総合計画
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1　協働のまちづくりと市民サービスの向上 （1）　協働のまちづくりの推進 ①　協働のまちづくりの推進 協働のまちづくり（協働推進の基本指針の策定)

②　男女共同参画の推進

【基本方針】 【重点項目】 【取組項目】 【参考】後期プラン取組項目

（2）　市民参画機会の拡充 ①　市民活動に対する支援機能の充実 市民活動に対する支援機能の充実

男女共同参画の推進

②　市民提案制度の充実 パブリックコメントの推進

自治基本条例の推進③　住民自治の充実

地区住民自治協議会の推進と連携

③　意見箱・メール等による意見聴取 意見箱・メール等による意見聴取

④　環境保全の推進 環境保全の推進

市民満足度調査の実施①　市民満足度調査の実施

②　市政情報の積極的な公開・提供 市政情報の積極的な公開・わかりやすい情報の提供

③　総合窓口サービスの推進 総合窓口サービスの推進

⑥　市立幼稚園の見直し 市立幼稚園の見直し

⑦　市立小学校の適正配置

④　図書館運営方法の見直し 図書館機能の充実

⑤　地区公民館の事業と運営方法の見直し 新規

⑩　ケーブルテレビ事業の管理運営方法の見直し ケーブルテレビ事業の管理運営方法の見直し

（1）　組織・機構の見直し ①　指定管理者制度による管理運営の推進 公の施設の指定管理者制度による管理運営の推進

②　アウトソーイング（外部委託等）の推進 アウトソーイング（外部委託等）の推進

③　水道事業の統合 新規

⑧　包括支援センター組織の見直し 新規

新規

⑨　外郭団体の見直し 外郭団体の見直し

（３）　市民満足度の充実

２　効率的・効果的な行政運営

削除：景観保全の推進

削除：各種団体事務の見直し

削除：観光協会との連携

５ 第3次行政改革大綱実施計画の体系

-7-



新規⑪　市立病院の在り方についての検討

⑬　組織機構の見直し 組織・機構の見直し

⑫　本庁支所方式への移行 本庁支所方式への移行

④　諸手当の見直し 諸手当の総点検の実施

③　給与の適正化 給与の適正化

（2）　定員管理・給与等の適正化 ①　定員適正化の推進 定員適正化の推進

②　嘱託員・臨時職員の適正配置 嘱託員・臨時職員の適正配置

（3）　職員の資質向上 ①　人材育成の推進 人材育成の推進

②　人事評価制度の推進 人事評価制度の導入

③　職員提案制度の推進 職員提案制度の活用

事務マニュアルの整備

（4）　事務の効率化 ①　庁内システムの最適化 庁内システムの見直し

②　情報セキュリティの強化 新規

③　事務マニュアルの整備

【基本方針】 【重点項目】 【取組項目】 【参考】後期プラン取組項目

削除：コンビニ収納の推進

削除：学校給食センターの統合

削除：PFI手法及びリース方式の活用

削除：庁内における情報の共有

削除：入札制度の改革
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（3）　歳出の抑制 ①　普通建設事業費の年度間平準化 普通建設事業費に対する一般財源の抑制（効率的な事業執行)

②　新地方公会計の整備 新地方公会計の整備

①　公金預金の運用管理 公金預金の運用管理

⑤　特別会計の見直し 特別会計の見直し

健全な財政運営

②　補助金等の見直し

②　使用料の見直し 使用料の見直し

③　税収の確保

新規

補助金等の見直し

③　事業評価の実施 評価機能の充実

③　財務事務の見直し 新規

④　公営企業の経営健全化 公営企業の経営健全化

削除：ふるさと納税の推進

【基本方針】 【重点項目】 【取組項目】

削除：保育料の見直し

削除：口座振替制度の推進

削除：広告収入等の活用

市税の収納率向上

３　健全な財政運営　 （１）　財政基盤の確立 ①　健全な財政運営

（2）　歳入の確保

削除：市有財産の活用と売却

削除：企業誘致の推進

削除：定住促進プランの推進

【参考】後期プラン取組項目

④　未収金の対策
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取組

番号

１．協働のまちづくりと市民サービスの向上

1 協働のまちづくりの推進 協働のまちづくり課 1 12  協働のまちづくり（協働推進の基本指針の策定） 22

2 男女共同参画の推進 人権・同和対策課 2 13 男女共同参画の推進 28

3 住民自治の充実 総務課 3 14 自治基本条例の推進 21

地区住民自治協議会の推進と連携 23

景観保全の推進 25 削除

1 市民活動に対する支援機能の充実 協働のまちづくり課 4 14 市民活動に対する支援機能の充実 26

2 市民提案制度の充実 協働のまちづくり課 5 15 パブリックコメントの推進 27

3 意見箱・メール等による意見聴取 秘書広報課 6 15 意見箱・メール等による意見聴取 20

1 市民満足度調査の実施 政策推進課 7 16 市民満足度調査の実施 19

2 市政情報の積極的な公開・提供 秘書広報課 8 16 市政情報の積極的な公開・わかりやすい情報の提供 13

3 総合窓口サービスの推進 総務課 9 17 総合窓口サービスの推進 4

4 環境保全の推進 生活環境課 10 17 環境保全の推進 24

1 指定管理者制度による管理運営の推進 政策推進課 11 18 公の施設の指定管理者制度による管理運営の推進 31

2 アウトソーシング（外部委託等）の推進 政策推進課 12 19 アウトソーシング（外部委託等）の推進 29

3 水道事業の統合 上下水道課 13 19 新規

4 図書館運営方法の見直し 図書館 14 20 図書館機能の充実 8

5 地区公民館の事業と運営方法の見直し 社会教育課 15 21 新規

6 市立幼稚園の見直し 教育総務課 16 22 市立幼稚園の見直し 35

7 市立小学校の適正配置 教育総務課 17 22 新規

8 包括支援センター組織の見直し 福祉推進課 18 23 新規

9 外郭団体の見直し 商工観光課・農林課 19 24 外郭団体の見直し 51

各種団体事務の見直し 52 削除

観光協会との連携 53 削除

10 ケーブルテレビ事業の管理運営方法の見直し 秘書広報課 20 25 ケーブルテレビ事業の管理・運営方法の見直し 36

11 市立病院の在り方についての検討 医療介護連携課 21 26 新規

12 本庁支所方式への移行 総務課 22 26 本庁支所方式への移行 1

13 組織機構の見直し 総務課 23 27 組織・機構の見直し 2

ＰＦＩ手法及びリース方式の活用 30 削除

学校給食センターの統合 34 削除

ページ
番　号

【参考】後期プラン取組項目 参考

第3次行政改革大綱実施計画取組項目一覧表

２．効率的・効果的な行政運営

（１）組織・機構の見直し

（１）協働のまちづくりの推進

（2）市民参画機会の拡充

（３）市民満足度の充実

取　組　項　目 所管（主管）課 取組番号
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取組

番号

ページ
番　号

【参考】後期プラン取組項目 参考取　組　項　目 所管（主管）課 取組番号

1 定員適正化の推進 総務課 24 27 定員適正化の推進 9

2 嘱託員・臨時職員の適正配置 総務課・教育総務課 25 28 嘱託員・臨時職員の適正配置 10

3 給与の適正化 総務課 26 30 給与の適正化 11

4 諸手当の見直し 総務課 27 30 諸手当の総点検の実施 12

1 人材育成の推進 総務課 28 31 人材育成の推進 16

2 人事評価制度の推進 総務課 29 31 人事評価制度の導入 15

3 職員提案制度の推進 政策推進課 30 32 職員提案制度の活用 17

1 庁内システムの最適化 総務課 31 32 庁内システムの見直し 3

庁内における情報の共有 14 削除

2 情報セキュリティの強化 総務課 32 33 新規

3 事務マニュアルの整備 総務課 33 33 事務マニュアルの整備 5

入札制度の改革 6 削除

コンビニ収納の推進 7 削除

1 健全な財政運営 財政課 34 34 健全な財政運営 32

市有財産の活用と売却 44 削除

企業誘致の推進 47 削除

定住促進プランの推進 48 削除

2 新地方公会計の整備 財政課 35 36 健全な財政運営（新地方公会計の整備） 45

3 財務事務の見直し 財政課 36 36 新規

4 公営企業の経営健全化 財政課 37 37 公営企業の経営健全化 38

5 特別会計の見直し 財政課 38 37 特別会計の見直し 39

1 公金預金の運用管理 会計課 39 38 公金預金の運用管理 46

2 使用料の見直し 財政課 40 39 使用料の見直し 49

. 保育料の見直し 50 削除

3 税収の確保 税務課 41 39 市税の収納率向上 40

口座振替制度の推進 41 削除

広告収入等の活用 42 削除

ふるさと納税の推進 43 削除

4 未収金の対策 税務課他 42 40～56 新規

1 普通建設事業費の年度間平準化 財政課 43 57 普通建設事業費に対する一般財源の抑制（効率的な事業執行) 33

2 補助金等の見直し 財政課 44 57 補助金等の見直し 37

3 事業評価の実施 総務課 45 58 評価機能の充実 18

（後期プラン）全５３項目第3次行政改革大綱実施計画　全４５項目

（2）歳入の確保

（３）歳出の抑制

（１）財政基盤の確立

（3）職員の資質向上

（４）事務の効率化

３．健全な財政運営

（2）定員管理・給与等の適正化
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１．協働のまちづくりと市民サービスの向上

Ａ． Ｂ． Ｃ． Ｄ．

（１） 協働のまちづくりの推進

% % % %

　市民と行政が相互理解を深め、お互いに共通の認識を持ち、協働してまちづくりを行う「新しい公共」を推進していくとともに、多様化する市民ニーズを
的確に把握し、将来にわたって質の高い行政サービスの提供に向け取組むものとします。

予定どおり実施(プランどお
り又はそれ以上実施)

取組の目的

地域計画を基に協働事
業実施。
【取り組む自治協】～
３地区
・向野地区住民自治協
議会
・東山香地区住民自治
協議会
・山浦地区町づくり推
進協議会
住民アンケート調査を
し、課題抽出を行う。
【取り組む自治協】～
２地区
・上地区住民自治協議
会
・奈狩江地区住民自治
協議会

住民アンケート調査を
基に地域計画を策定す
る。
【取り組む自治協】～
２地区
・上地区住民自治協議
会
・奈狩江地区住民自治
協議会
地域計画を基に協働事
業実施。
【取り組む自治協】～
３地区
・向野地区住民自治協
議会
・東山香地区住民自治
協議会
・山浦地区町づくり推
進協議会

・住民アンケート調査
を基に地域計画を策定
する。
【取り組む自治協】～
２地区
・地域計画を基に協働
事業実施。
【取り組む自治協】～
５地区協働のまちづくり

の推進

2 年度最終完了年度(達成目標年度) 令和
100 100

　この項目では、（１）協働のまちづくりの推進（２）市民参画機会の拡充（３）市民満足度の充実の3項目を大項目に掲げ、１０項目について具体的な取り
組みを行いました。
　１０項目の進捗評価は、以下のとおりです。

評価基準 評価なし
一部実施(プランより遅れて
実施、目標未達成)

未実施(未着手、全く進まな
かった)

中止(計画が中止となった)

項目数 6 3 0 0 1

No.
取組項目 年度別計画

【所管(主管)課】 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１・Ｒ１ Ｒ２
内　　　容

背景と必要性

1

具体的な
活動プラ
ン(数値目
標)

【協働のまちづくり課】

進捗状
況・実
績・効
果・未達
成理由・
改善策

進捗評価

住民アンケート調査を
基に地域計画を策定す
る。
【取り組む自治協】～
３地区
・向野地区住民自治協
議会
・東山香地区住民自治
協議会
・山浦地区町づくり推
進協議会

市内１３地区にある住民自治協議会の組織
の強化と活動を支援する。併せて、地域住
民団体と協働して活動する市民活動団体等
とのネットワークづくりと活動を支援す
る。

近年になって、人口の
減少、少子高齢化社会
の到来、本格的な地方
分権の進展、及び市民
のライフスタイルの多
様化が急速に進行して
いるため、それらに起
因する地域課題が深刻
化しており、まちづく
りを通じたそれらの解
決への取り組みが急務
となっている。

地域で活躍する人や組
織が、これまで以上に
連携を深めながら、そ
れぞれの得意分野で力
を出し合い、まちづく
りのための協働を進め
る。

進捗度

向野・東山香・山浦の
3地区は、策定した地
域計画を基に協働事業
に取り組み、奈狩江・
上の2地区がアンケー
ト調査から計画策定へ
の取り組みを行った。

H28住民アンケート
調査から地域課題の把
握を行い、中長期的な
事業計画を盛り込んだ
「地域計画」を各地区
ともに策定した。

A A

Ⅱ 第3次行政改革大綱実施計画進捗状況 【平成３０年度実績】
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70 % 75 % % %

①「男女共同参画」啓発
のため、市民まちづくり
講演会を開催する（6
月）
②「男女共同参画週間」
（6月）及び「女性に対
する暴力をなくす運動」
（11月）期間中に街頭啓
発活動を実施する
③デートＤＶ講座の開催
（対象：中学3年生）
④各種審議会における女
性割合の向上を図る
⑤「第2次男女共同参画
プラン」策定に係る市民
意識調査の実施（2,500
人）
⑥「男女共同参画プラ
ン」目標達成状況の検
証。
⑦「第2次男女共同参画
プラン」策定（3月末ま
で）

①「男女共同参画」啓
発のため、市民まちづ
くり講演会を開催する
（6月）
②「男女共同参画週
間」（6月）及び「女
性に対する暴力をなく
す運動」（11月）期
間中に街頭啓発活動を
実施する
③デートＤＶ講座の開
催（対象：中学3年
生）
④各種審議会における
女性割合の向上を図る

①6/27杵築市健康福
祉センターにて講師を
招いて開催した。
②6/22、11/12に
関係団体と協力し街頭
啓発キャンペーンを実
施
③12/17杵築中学
校、１2/17宗近中学
校、12/18山香中学
校にて3年生を対象に
人権擁護委員協議会と
協力し実施
④各種審議会における
女性割合は微増にとど
まった。

各課の所管する各種審
議会の委員改選時期を
把握した。改選時期に
併せ、担当課に女性委
員の積極的な登用をお
願いする。

最終完了年度(達成目標年度) 令和

「第２次杵築市男女共同参画プラン」を策
定し、男女共同参画の実現に向けた施策や
事業を実施する。

①「男女共同参画」啓
発のため、市民まちづ
くり講演会を開催する
（6月）
②「男女共同参画週
間」（6月）及び「女
性に対する暴力をなく
す運動」（11月）期
間中に街頭啓発活動を
実施する
③デートＤＶ講座の開
催（対象：中学3年
生）
④各種審議会における
女性割合の向上を図る

Ｂ

男女共同参画社会の実
現には、21世紀のわが
国社会を決定する最重
要課題と位置付けられ
ているが、現実には男
性中心の社会慣行や固
定的な性的役割分担意
識は根強く、男女平等
の確立とさまざまな分
野で男女が共に参画し
て活躍する社会の実現
には多くの課題が残さ
れている。

No.
取組項目 年度別計画

【所管(主管)課】 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１・Ｒ１取組の目的
内　　　容

背景と必要性

2

男女共同参画の推
進

具体的な
活動プラ
ン(数値目
標)

進捗度

進捗評価

進捗状
況・実
績・効
果・未達
成理由・
改善策

2
【人権・同和対策課】

年度

男女が平等で、お互い
の人権が尊重され、す
べての人があらゆる分
野に共同して参画し、
ともに地域の発展を支
え、このような課題を
解決し、各人の個性や
能力が発揮できるよう
ににすること。

①6/27杵築市健康福祉
センターにて開催。
②6/23、11/20に関
係団体と協力し街頭啓
発キャンペーンを実
施。
③12/20山香中学校、
12/21杵築中学校、
2/8宗近中学校にて3年
生を対象に人権擁護委
員協議会と協力し実
施。
④各種審議会における
女性割合の向上は図れ
なかった。
⑤7月に市民2500人を
対象に実施。回収数
754通（回収率
30.2%）
⑥男女共同参画審議会
において各課の目標達
成状況について報告。
⑦アンケートの集計、
データ分析に手間取っ
たため、3月までにプラ
ンの作成ができなかっ
た。
④の改善策としては、
女性委員の割合の向上
を図るために、各課の
所管している審議会等
の改選時期等を把握
し、女性の登用を呼び
掛ける。

Ｒ２

①「男女共同参画」啓
発のため、市民まちづ
くり講演会を開催する
（6月）
②「男女共同参画週
間」（6月）及び「女
性に対する暴力をなく
す運動」（11月）期
間中に街頭啓発活動を
実施する
③デートＤＶ講座の開
催（対象：中学3年
生）
④各種審議会における
女性割合の向上を図る

B
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% % % %

（２） 市民参画機会の拡充

80 % 50 % % %

自治基本条例運用推進
委員会を開催し、条文
の内容や条文に沿った
運営等について検討を
行う。

自治基本条例運用推進
委員会を開催し、条文
の内容や条文に沿った
運営等について検討を
行う。

自治基本条例運用推進
委員会を開催し、条文
の内容や条文に沿った
運営等について検討を
行う。

100

自治基本条例運用推進
委員会を開催し、条文
の内容や条文に沿った
運営等について検討を
行う。

自治基本条例運用推進
委員会を１回開催し
た。自治基本条例逐条
解説の一部改正を行っ
た。条文の内容や条文
に沿った運営等につい
ては、指摘はなかっ
た。

進捗評価

自治基本条例運用推進
委員会を１回開催し
た。委員に確認した結
果、年１回の開催でよ
いとのこと。条文の内
容や条文に沿った運営
等については、指摘は
なかった。

地域で活動している団
体からの提案を受けて
市が支援を行う。（１
０団体）

No.
取組項目 年度別計画

【所管(主管)課】 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１・Ｒ１ Ｒ２

背景と必要性
内　　　容

3
住民自治の充実

具体的な
活動プラ
ン(数値目
標)

【総務課】

取組項目

進捗状
況・実
績・効
果・未達
成理由・
改善策

進捗度
年度

【所管(主管)課】 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１・Ｒ１ Ｒ２
内　　　容

背景と必要性

取組の目的

年度別計画

4

市民活動に対する
支援機能の充実

具体的な
活動プラ
ン(数値目
標)

【協働のまちづくり課】
2

ボランティアやNPOなど住民自らの手によ
る地域づくりを支援するため、人的・財的
支援機能の充実を図る。

最終完了年度(達成目標年度)

新しい公共の担い手であ
るＮＰＯ等の市民活動を
側面から支援し活性化を
図るとともに、協働によ
るまちづくりを推進する
ため、人材・活動拠点・
資金調達・情報等に係る
効果的・効率的な支援機
能の充実が求められる。

地域で活動している団
体からの提案を受けて
市が支援を行う。（１
０団体）

令和
進捗評価

進捗度

少子高齢化や価値観の多
様化、複雑化などに伴う
公共サービスの需要増大
と財政余力の低下によ
り、すべての公共サービ
スを自治体だけで担うこ
とが困難となっている。
こうしたなか公共サービ
スの市民団体への委託、
市民団体が行う公益的活
動の促進・支援など、市
民が主体的に公共サービ
スの担い手となる「新し
い公共」の取り組みが活
発化している。

年度

進捗状
況・実
績・効
果・未達
成理由・
改善策

平成２５年３月に住民
自治の充実を図ること
を目的に、杵築市の最
高規範となる｢自治基本
条例｣を制定した。市民
と行政、議会は、｢参加
及び参画｣、｢協働｣、｢
情報共有｣の３つの基本
原則に基づき、まちづ
くりを進めていくと規
定している。この条例
が、杵築市にふさわし
いものであるかどうか
を検討していく必要が
ある。

自治基本条例の運用について、自治基本条
例運用推進委員会で検討し、条例の見直し
等を行う。

取組の目的

最終完了年度(達成目標年度) 令和

自治基本条例運用推進
委員会を設置し、自治
基本条例が適切に運用
されているか、十分な
周知が行われている
か、社会情勢の変化に
対応しているか等を検
討する。

2
A

地域で活動している団
体からの提案を受けて
市が支援を行う。（１
０団体）

B Ｂ

市民自らの企画提案に
よる自由型での事業申
請が市民団体より6件
あり、審査会を開催
し、公益性の高い5件
の事業について承認を
受け、実施された。

より多くの事業申請を
受け付けるために、Ｈ
Ｐや市報での広報に努
める。

地域で活動している団
体からの提案を受けて
市が支援を行う。（１
０団体）

市民自らの企画提案に
よる自由型での事業申
請が市民団体よりあ
り、審査会を開催し、
公益性の高い事業につ
いて実施された。
改善策としては、より
多くの事業申請を受け
付けるために、ＨＰや
市報での広報に努め
る。

100

A
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% % % %

% % % %

年度別計画背景と必要性

取組の目的

市民の皆さんからの提
案を精査し、事業化を
検討の上、施策へ反映
させる。

令和 年度
進捗度

進捗状
況・実
績・効
果・未達
成理由・
改善策

【協働のまちづくり課】
2

5

市民提案制度の充
実

具体的な
活動プラ
ン(数値目
標)

進捗評価
令和

「市民の声」（庁舎設
置の意見箱）や各課
メールにより、幅広く
市民の行政に対する意
見、提言、苦情等を随
時収集し、広く市政に
反映させる必要があ
る。そのためには市民
が市政へ興味を持って
もらう必要もあり、市
政情報の充分な周知体
制を確立する必要があ
る。

市民の意見が市政に反
映されているという市
政への一体感を創出す
るために、意見につい
ての情報の共有化と迅
速な対応に取り組む。

2

No.
取組項目

【所管(主管)課】 Ｈ２９

6

意見箱・メール等
による意見聴取

具体的な
活動プラ
ン(数値目
標)

【秘書広報課】

進捗度

No.
取組項目

提案を受け付け、具体的で実現可能な提案
かどうかの判断をする。

【所管(主管)課】 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１・Ｒ１ Ｒ２
内　　　容

背景と必要性

取組の目的

内　　　容

提案の受付、審査

市民提案型まちづくり
事業の提案を受け、市
民活動団体への財的支
援を行った。
（８団体　８事業の実
施）

市民提案型まちづくり
事業の提案を受け、市
民活動団体への財的支
援を行った。
（5団体　5事業の実
施）

要綱の見直し
提案の受付、審査

提案の受付、審査 提案の受付、審査

最終完了年度(達成目標年度)

進捗状
況・実
績・効
果・未達
成理由・
改善策

市民の皆さんの声を大
切にし、市民の視点に
立って市政を推進して
いる中で、市民の皆さ
んが市政に対して創意
工夫をして、事業提案
ができる仕組み作りが
必要である。

進捗評価

Ｈ３１・Ｒ１

100

Ｈ３０

A

100

市民の意見については、職員間で情報を共
有し、迅速に対応する意識を持つように広
報広聴委員会等で周知を行う。また市でも
積極的に情報提供できるよう市公式ウェブ
サイトの更新、ＳＮＳツールの活用に努め
ていく。

・各庁舎に設置してい
る意見箱により市民の
声を聴取し回答（対
応）できるものは早急
に回答（対応）
・メールでの意見は意
見のあった課と情報を
共有し早急に回答（対
応）
・毎月実施の広報広聴
委員会で、行政に対し
ての意見、提案等の情
報提供の共有化と対応
の統一化を図る。
・市ウェブサイト閲覧
数　４０万件の達成

・各庁舎に設置してい
る意見箱により市民の
声を聴取し回答（対
応）できるものは早急
に回答（対応）
・メールでの意見は意
見のあった課と情報を
共有し早急に回答（対
応）
・毎月実施の広報広聴
委員会で、行政に対し
ての意見、提案等の情
報提供の共有化と対応
の統一化を図る。
・市ウェブサイトの更
新（Ｈ２９～Ｈ３０）

・各庁舎に設置してい
る意見箱により市民の
声を聴取し回答（対
応）できるものは早急
に回答（対応）
・メールでの意見は意
見のあった課と情報を
共有し早急に回答（対
応）
・毎月実施の広報広聴
委員会で、行政に対し
ての意見、提案等の情
報提供の共有化と対応
の統一化を図る。
・市ウェブサイトの更
新（Ｈ２９～Ｈ３０）
・市ウェブサイトの操
作研修の実施（H30)

Ｒ２

・各庁舎に設置してい
る意見箱により市民の
声を聴取し回答（対
応）できるものは早急
に回答（対応）
・メールでの意見は意
見のあった課と情報を
共有し早急に回答（対
応）
・毎月実施の広報広聴
委員会で、行政に対し
ての意見、提案等の情
報提供の共有化と対応
の統一化を図る。
・市ウェブサイト閲覧
数　４５万件の達成

最終完了年度(達成目標年度) 年度

・公式ウェブサイト更
新（H30．8月～）
・市ウェブサイト操作
研修（H30．6月下
旬）
・意見～意見箱18
件、手紙17件、メー
ル32件

100

Ａ

ＡA

・公式ウェブサイトリ
ニューアル業務のプロ
ポーザルの実施。
・意見箱での意見
25件
・メール、手紙での意
見　　 18件

年度別計画

100
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（３） 市民満足度の充実

－ % % % %

% 75 % % %

Ｈ３１・Ｒ１

調査自体は隔年実施の
ため、課内において次
年度に向けての検討を
実施

実施に向け、各課で実
施している調査をでき
る限り１本化する

・市ウェブサイトの見
直し（Ｈ２９～Ｈ３
０）
・広報広聴委員会を毎
月開催し、活動の明確
化、情報提供の統一化
を行う。
・パブリックコメント
の積極的な運用
・記者会見の利用拡大

Ｒ２

調査結果の活用検討

最終完了年度(達成目標年度)

No.
取組項目

職員の情報周知への必要性の意識を持って
もらい、各課の情報提供体制を統一化し、
積極的に情報公開を行うよう広報広聴委員
会等で調整を行う。また施策の決定経過な
ど、市民が望む情報を積極的にわかりやす
く提供し、意見を収集しながら計画策定を
推進していく。

年度別計画

【所管(主管)課】 Ｈ２９

アンケートの統計手法
について、大分大学官
学連携担当教授らと３
回協議を実施。庁内連
携は、面的把握のた
め、より精度を高める
連携はできなかった。
調査項目の精査を行
い、住民負担にならな
いよう実施について見
直しを含め検討を行
う。

行政運営の透明性や公
平性がより一層求めら
れるなか、市政情報を
積極的に公開し、また
施策の決定経過など、
市民が望む情報を積極
的にわかりやすく提供
していく必要がある。

各課において市の公式
ウェブサイトなどを通
じて、幅広く市民に情
報提供を行い、市民が
必要な情報をいつでも
気軽に収集できるよう
な環境整備を行う。ま
たパブリックコメント
制度も活用し、すべて
の計画策定において、
市民に公表しながら計
画策定を行う。

最終完了年度(達成目標年度) 令和 年度

具体的な
活動プラ
ン(数値目
標)

7

市民満足度調査の
実施

具体的な
活動プラ
ン(数値目
標)

2 年度

進捗状
況・実
績・効
果・未達
成理由・
改善策

【政策推進課】 進捗評価

直接市民の声を聞くために市民満足度調査
を隔年で実施する。

進捗度

年度別計画

【所管(主管)課】 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１・Ｒ１ Ｒ２取組の目的
内　　　容

背景と必要性

8

No.
取組項目

市政情報の積極的
な公開・提供

【秘書広報課】

進捗度

進捗評価

進捗状
況・実
績・効
果・未達
成理由・
改善策

内　　　容
取組の目的

背景と必要性

Ｈ３０

令和

調査結果を各担当課へ
周知し、施策へ反映さ
せる。

市政全般にわたる市民の
満足度や行政に対する意
識などを調査し、政策・
施策の方向性、優先度、
事業実施の検討材料とし
て活用する。また、行政
評価や今後の施策・事業
展開の参考にする。

C

A

調査実施年
無作為抽出2,000件

調査結果の活用検討
調査実施年
無作為抽出2,000件

・市ウェブサイトの見
直し（Ｈ２９～Ｈ３
０）
・広報広聴委員会を毎
月開催し、活動の明確
化、情報提供の統一化
を行う。
・パブリックコメント
の積極的な運用
・記者会見の利用拡大

・広報広聴委員会を毎
月開催。
・パブリックコメント
の積極的な運用
・記者会見の利用拡大

100
2

・広報広聴委員会の毎
月の実施
・広報に関する研修会
の実施（アクセシビリ
ティについて）
・パブリックコメント
の実施（3件）
今後とも毎月の広報広
聴委員会の実施とパブ
コメの積極的な活用を
推進する。

・広報広聴委員会を毎
月開催。
・パブリックコメント
の積極的な運用
・記者会見の利用拡大

Ａ

・市ウェブサイトリ
ニューアル（H３０．
８月）
・広報広聴委員会の開
催～3回実施
・インスタグラム研修
（11月～27名参加）
・パブリックコメント
の実施（2件）
・記者会見発表案件数
（66件～前年比8％
減）

今後は広報広聴委員会
を適宜開催し、パブコ
メの積極的な活用を推
進する。

100

Ｂ
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－ % % % %

% % % %

年度別計画

市民の利便性の向上を
図るため、総合窓口
サービスについて検討
する。

環境保全審議会を開催
し、豊かな自然を守
り、様々な環境問題を
地域の問題としてとら
え、将来の望ましい環
境像を考えるととも
に、市民、事業者、環
境保全活動団体関係者
の環境意識の向上を図
るため、第２次杵築市
環境保全計画に基づ
き、市民・事業者・行
政の協働のもと環境保
全に取り組む。

現在、各種の手続き
は、担当窓口で行う仕
組みになっており、市
民は手続きを行うため
に各窓口を移動しなく
てはならないため利便
性が悪い。

最終完了年度(達成目標年度)
進捗度

背景と必要性

総合窓口サービス導入のためのシステム費
用、スペース確保、人員配置等の課題の洗
い出し等を検討する。

Ｒ２Ｈ３１・Ｒ１

D進捗評価

進捗状
況・実
績・効
果・未達
成理由・
改善策

9

総合窓口サービス
の推進

【総務課】

【所管(主管)課】 Ｈ３１・Ｒ１
内　　　容No.

取組項目

No.
取組項目 年度別計画

【所管(主管)課】

－

内　　　容
背景と必要性

取組の目的

10
環境保全の推進

具体的な
活動プラ
ン(数値目
標)

【生活環境課】

市民・事業者・市職員への周知や第２次杵
築市環境基本計画の進捗状況の評価を行
い、望ましい環境像に近づける。

進捗状
況・実
績・効
果・未達
成理由・
改善策

最終完了年度(達成目標年度) 令和 2 年度

第２次杵築市環境基本
計画に基づき、市民・
事業者・行政の協働の
もと将来の望ましい環
境像に近づける。 進捗度

進捗評価

現庁舎では、スペース
が限られており、完全
なワンストップ化まで
は至っていないが、主
に１階の各課にて担当
課の担当者から細かな
説明ができることか
ら、現庁舎では総合窓
口は設置しない方針と
している。

Ｈ２９

具体的な
活動プラ
ン(数値目
標)

平成29年度環境保全
審議会を平成30年1
月31日に委員14名の
出席の元開催し、環境
関連調査報告、環境基
本計画における目標達
成の進捗状況、公害防
止協定締結案件等につ
いて審議した。

A

Ｈ２９

平成３０年度環境保全
審議会開催（１回）

令和元年度環境保全審
議会開催（１回）

総合窓口サービスの課
題の検討と窓口での市
民サービスの向上を図
る。

Ｈ３０取組の目的

平成２９年度環境保全
審議会開催（1回）

Ａ

Ｒ２

令和２年度環境保全審
議会開催（３回程度）

100 100

平成30年度環境保全
審議会を平成31年2
月18日に委員10名の
出席の下開催し、環境
関連調査報告、環境基
本計画における目標達
成の進捗状況、公害防
止協定締結案件等につ
いて審議した。

Ｈ３０
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２．効率的・効果的な行政運営

Ａ． Ｂ． Ｃ． Ｄ．

（１）組織・機構の見直し

88 % % % %

　簡素で機能的な組織を構築し、職員の意識改革と能力向上を図るとともに、適正な職員配置に努めます。また、事務事業評価の体制を確立させ、PDCAマ
ネジメントサイクルを活用して不断の見直しを行い、事務事業の重点化・効率化を図ります。

　この項目では、（１）組織・機構の見直し（２）定員管理・給与等の適正化（３）職員の資質向上（４）事務の効率化の４項目を大項目に掲げ、２４項目
について具体的な取り組みを行いました。
　２４項目の進捗評価は、以下のとおりです。

評価基準 評価なし

運営面や効果等を検討し、メリットのある
ものについては指定管理者による運営管理
に移行する。

指定管理者制度による
管理運営の検討と更新

更新予定施設　２施設

最終完了年度(達成目標年度)

民間のノウハウの活用
により、市民サービス
と施設の運営管理の向
上が図られる。

令和

中止(計画が中止となった)
予定どおり実施(プランどお
り又はそれ以上実施)

一部実施(プランより遅れて
実施、目標未達成)

指定管理者制度による
管理運営の検討と更新

更新予定施設　８施設

指定管理者制度による
管理運営の検討と更新

更新予定施設　1施設

Ｒ２

指定管理者制度による
管理運営の検討と更新

更新予定施設　８施設

B進捗評価

【所管(主管)課】

項目数

取組の目的

016 7

内　　　容
背景と必要性

11

指定管理者制度に
よる管理運営の推
進

具体的な
活動プラ
ン(数値目
標)

2
【政策推進課】

0

取組項目

指定管理者制度を導入
することにより、市民
サービスや管理運営費
等の改善が図られる。

年度

No.

進捗状
況・実
績・効
果・未達
成理由・
改善策

進捗度

７施設において更新を
実施。
施設、整備の老朽化の
進行など運営に利益が
伴わず、今後管理者が
見つからない恐れがあ
る。
施設精査を担当課と協
議し、改修すべきか廃
止すべきかなどの対応
を実施する。

Ａ

Ｈ３１・Ｒ１

年度別計画

Ｈ２９ Ｈ３０

1

未実施(未着手、全く進まな
かった)

100

２施設において更新を
実施
うち１施設は、休止施
設（大田いちみらんか
え）であった施設を指
定管理した。

施設精査を担当課と協
議し、改修すべきか廃
止すべきかなどの対応
を実施する
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50 % % % %

% 50 % % %

進捗評価
令和 年度

100

今後の給水人口減少に
伴う収益の悪化や、多
くの施設が耐用年数を
迎えることによる維
持・管理費の増加が、
水道事業経営を圧迫す
ることが危惧されてい
る。こうした中、水道
事業の安定経営に資す
るため水道料金の見直
しに加え、事業の広域
化や民営化等の組織再
構築の動きが広がりを
見せている。

進捗状
況・実
績・効
果・未達
成理由・
改善策

取組の目的

進捗評価

最終完了年度(達成目標年度) 2

進捗状
況・実
績・効
果・未達
成理由・
改善策

簡易水道に公営企業会
計を適用することによ
り固定資産等を可視化
し、水道料金の見直
し、広域化や民営化の
検討が適格に行えるよ
うにする。また、簡易
水道事業に対する国庫
補助金が、上水道へ統
合している簡易水道の
みに適用されることか
ら、上水道への統合を
進めて老朽化した施設
の更新を図る。 進捗度

該当する施設の調査・
検討

取組項目 年度別計画

【所管(主管)課】 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１・Ｒ１ Ｒ２
内　　　容

取組の目的

背景と必要性

上記6簡易水道事業の
上水統合に伴う
準備
  ①固定資産調査及び
台帳作成
　②予定貸借対照表等
の作成
　③条例の改正

１．相原簡易水道の上
水道への統合
    （Ｈ30.4.1）
　①固定資産台帳整備
（Ｈ29年度分）
  ②予定貸借対照表等
の作成（相原分）
２．6簡易水道事業
（守江・豊洋・山浦・
    久木野尾・向野・
俣水））の固定資産
    調査及び台帳作成

Ａ

公共観光文化施設の外
部委託等を実施。
地域商社の立ち上げに
より、「産品開発」等
の検討、移行を協議し
ている。
改善策としては、現状
把握を行い、担当課と
の協議を行う。

年度別計画

進捗度

H30.4.1に相原簡易水
道を上水道へ統合し
た。6簡易水道事業の
固定資産調査及び台帳
作成については、次年
度において業者発注す
る見通しとなってい
る。

次年度において早急に
業者発注を行う。

今回の相原簡易水道の
先行統合は、平成32
年度に簡易水道事業を
全廃し上水道へ統合す
るうえで、準備におけ
る課題や問題点を明確
にする場となり、今後
の6事業統合の対応を
円滑に行うことに資す
るものであった。
改善策としては、固定
資産台帳整備に当初予
定より多くの時間を要
したことから、年度別
工事情報等の振分作業
に早めに着手する。

上記6簡易水道事業の
上水道への統合
（Ｒ2.4.1）

【所管(主管)課】 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１・Ｒ１

12

アウトソーシング
（外部委託等）の
推進

具体的な
活動プラ
ン(数値目
標)

【政策推進課】
年度

No.
取組項目

市が関与すべき分野や民間との役割分担な
ど市行政の責任領域を見直し、外部活力の
積極的な活用を図る。

民間等に委ねることに
より効果が得られるも
のについては、積極的
に業務委託等を推進す
る。

行政責任に配慮しつ
つ、市民サービスの向
上、効果的な事業執行
を図ることが必要であ
る。

最終完了年度(達成目標年度) 令和 2

No.

Ｒ２
内　　　容

背景と必要性

13
水道事業の統合

具体的な
活動プラ
ン(数値目
標)

【上下水道課】

簡易水道7事業のうち、1事業を平成30年4
月1日に、6事業を令和2年4月1日に上水道
へ統合する。

Ｂ

100

該当する施設の調査・
検討
ふるさと納税業務につ
いて外部委託実施

施設調査、次年度以降
の委託については担当
課と協議済。
ふるさと納税業務に
は、３１年度から実施
するよう方向性を検討
した。

現状把握を行い、担当
課との協議を行う。

該当する施設の調査・
検討

A

相原簡易水道の上水統
合に伴う準備
　①固定資産台帳整備
（Ｈ28～Ｈ29年
　　 度分）
　②条例の改正

B

該当する施設の調査・
検討
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% 50 % % %

取組の目的

最終完了年度(達成目標年度) 令和 2 年度
進捗評価

100

図書館運営方法の
見直し

具体的な
活動プラ
ン(数値目
標)

進捗状
況・実
績・効
果・未達
成理由・
改善策

背景と必要性
内　　　容

組織体制の再整備を行い、条例及び規則の
整備や運営方法の検討を進める。
民間活力の導入についても、その是非を充
分に検討し、よりよい方法を選択する。

図書館に対する市民要
望は、開館日の増加を
始めとし数多くある。
新図書館建設検討委員
会では新図書館は直営
で行うこととしたが、
新図書館開館から一年
が経過し、現行職務内
容及び職員体制の見直
しを行うとともに、職
員でなくても可能な部
分は、民間活力（委
託・ＮＰＯ・指定管理
者など）の導入も検討
しながら、市民要望に
応えていきたい。

年度別計画

Ｒ２

運営方法の見直し
人員の適正配置
民間活力導入の検討

進捗度

14

運営方法の見直し
人員の適正配置
民間活力導入の検討

組織体制の整備
運営方法の見直し
人員の適正配置
民間活力導入の検討

【図書館】

No.
取組項目

【所管(主管)課】

市民のニーズに合った
図書館像の実現
職員の意識改革や人材
育成

・新館がオープンし
た。
・新館を運営するなか
で、人員配置を検討し
平成31年度に向けて
人員の配置要求を行っ
た。

外部から招聘した館長
が辞職したため、新た
な体制整備が必要

・外部より新館長を招
聘した。
・条例及び規則等の改
正を行った。
・新館を想定した運営
方法を検討した。
・平成30年度に向け
て人員の配置要求を
行った。
・新館における運営方
法については、実際に
運営する中で改善が必
要。
・人員の適正配置につ
いても、新館の運営の
中で検討する必要があ
る。

Ｈ３１・Ｒ１

ＢA

外部より新館長の招聘
条例及び規則の整備
運営方法の確立
人員の適正配置

Ｈ２９ Ｈ３０
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% % % %

内　　　容
背景と必要性

取組の目的

近年、住民主体のまち
づくり構想が進められ
ている中、地域課題の
解決に向け、地域住民
が主体となった活動に
より、住みよい地域づ
くりを行うことは、公
民館の基本方針でもあ
る。今後の公民館は地
域の拠点として、従来
の公民館機能を備えつ
つ、自治協議会体制の
もと、協働のまちづく
りに向け、地域コミュ
ニティー活動や事業を
行なっていく。

進捗状
況・実
績・効
果・未達
成理由・
改善策

取組項目

Ｈ３０ Ｈ３１・Ｒ１

進捗度

進捗評価

No.
Ｒ２

下記のとおり、協働の
まちづくり課とともに
取り組んできた。
①5協議会（東山香、
山浦、向野、上、奈狩
江）、②４協議会
（東、八坂、大田、中
山香）、③４協議会
（杵築、大内、北杵
築、立石）

①３協議会（東山香、
山浦、向野）、②５協
議会（東、八坂、奈狩
江、大田、中山香）、
③５協議会（杵築、大
内、北杵築、上、立
石）でプランどおり取
り組んだ。

100
年度

【杵築市中央公民館】

小規模多機能自治に向けての段階的移行

①積極的に取り組む住民自治協議会は体制
を整えて本格的に取り組み、事業計画策定
についても直ぐに着手する。

②試行的に取り組む住民自治協議会は気運
を醸成しながら、必要最小限の体制を整え
て試行的に事業に取り組む。事業計画策定
については、地域住民へのアンケート調査
等を実施した上で、次年度に着手する。

③気運醸成に取り組む住民自治協議会は地
域住民の理解を高める活動（意見交換会な
ど）を現行の体制で行う。事業計画策定は
次年度以降に着手する。

2

【所管(主管)課】 Ｈ２９

具体的な
活動プラ
ン(数値目
標)

人口減少や少子高齢化
問題は、杵築市でも深
刻な問題となってい
る。そのような中、地
域の課題や要望をとら
え、幅広い学習機会や
社会教育事業の実践を
行うことで、地域の協
働と交流を創出し、地
域住民が主体となった
活動により、住みよい
地域づくりを行うこと
が求められている。そ
のためには地域住民の
生活課題や自発的な学
習要求の把握に努
め、、きめ細かな事業
展開を行うことで、周
辺地区 において住民の
生活が豊かになるため
の地域づくりを行う必
要がある。

15

地区公民館の事業
と運営方法の見直
し

最終完了年度(達成目標年度) 令和

①山香地域の全ての地
区公民館（東、上、立
石）の廃止
②小規模多機能自治に
向けての段階的移行に
ついて、協働のまちづ
くり課の主導により進
めていく。

①山浦地区コミュニ
ティーセンター建設に
伴い山浦地区公民館の
廃止
②小規模多機能自治に
向けての段階的移行に
ついて、協働のまちづ
くり課の主導により進
めていく。

小規模多機能自治に
①積極的に取り組む自
治協
・移行判断
・アンケート調査
・住民説明会
②試行的に取り組む自
治協
・移行判断
・住民説明会
③気運醸成に取り組む
自治協
・移行判断

①積極的に取り組む自
治協
・支援員配置（週３）
・事業計画策定
・事業予算化
・自治協活動
・試行的事業実施
②試行的に取り組む自
治協
・支援員配置（週1）
・アンケート調査
・自治協活動
・試行的事業実施
・移行判断
③気運醸成に取り組む
自治協
・住民意見交換会
・自治協活動・移行判
断

100

年度別計画

A Ａ
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% 80 % % %

% % % %

幼稚園教育にとって望
ましい集団生活が実践
できるよう、適正規模
の基準の策定を行い、
公立幼稚園としての今
後の在り方について計
画を策定する。

現在は、杵築地域に７
校、山香地域に３校
（Ｈ２９には２校）、
大田地域に１校となっ
ている。今後も児童数
の減少が見込まれ、適
正配置の検討が必要と
なってくると思われ
る。

今後の児童数の変動についての推計から、
各学校における問題点の調査検討を行う。

最終完了年度(達成目標年度) 令和 年度

内　　　容

2

令和 2 年度

現在、公立幼稚園は杵
築地域に８園設置され
ており、１小学校区に
１園（東小学校区のみ
２園、内１園休園）設
置されている。しか
し、幼児数の減少や新
子育て新制度の施行に
より定員割れが続き、
運営効率及び集団生活
を営むための規模が確
保できていない状況に
ある。

背景と必要性

進捗度

進捗度

進捗評価

取組の目的

公立幼稚園の今後の在
り方について、実施計
画の策定を行う

要綱の制定（令和２年
４月１日施行）
預かり保育実施（令和
元年１０月１日）の検
討

要綱（案）を策定、議
会等に説明し理解を求
め、平成31年4月1日
より施行の準備をす
る。小規模な幼稚園が
増える中で、適正な運
営ができる幼稚園の在
り方について検討を行
う

幼稚園教育に取って望
ましい集団生活を実践
できる、適正規模の具
体的な基準の策定を行
い、公立幼稚園の今後
の在り方についての計
画の検討を行う

Ｈ３０
内　　　容

【所管(主管)課】

幼稚園教育にとって望ましい集団生活を実
践できる適正規模の基準の設定を具体的に
行い、公立幼稚園の今後の在り方について
計画を策定し実施する。

年度別計画
No.

背景と必要性

16

市立幼稚園の見直
し

具体的な
活動プラ
ン(数値目
標)

進捗状
況・実
績・効
果・未達
成理由・
改善策

【教育総務課】
最終完了年度(達成目標年度)

取組の目的

進捗評価

取組項目

No.
取組項目 年度別計画

【所管(主管)課】

17

市立小学校の適正
配置

進捗状
況・実
績・効
果・未達
成理由・
改善策

【教育総務課】

児童数の変動を勘案し
ながら、各小学校の適
正配置について検討す
る。

適正配置を検討する上
で必要な今後の児童数
の推移について調査検
討を行う

各学校の適正配置につ
いて検討を行う

A

児童数の変動を勘案し
ながら検討を行う

Ｈ２９

Ｒ２

令和6年度までの推移
を調査した。
立石小を守る会と意見
交換を行った。

学校毎の課題の整理

令和5年度までの推移
を調査した。
改善策としては、学校
毎の課題の整理。

100

Ｂ

具体的な
活動プラ
ン(数値目
標)

Ｈ３１・Ｒ１Ｈ２９

杵築市立幼稚園の休園
及び閉園に関する要綱
（案）の策定協議をし
た。

ＡA

要綱（案）の策定。９
月議会の全協にて議会
説明。
平成３１年度の入園予
定者が少なかったた
め、要綱の施行に至ら
なかった。

預かり保育の検討を行
うなど、入園者の増を
図るとともに、適正な
運営ができる幼稚園の
在り方を検討

100

100

Ｈ３１・Ｒ１ Ｒ２

児童数の変動の推計か
ら各学校における課題
（問題点）を調査する

Ｈ３０
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50 % 50 % % %

○全世代対応型地域包括支援センターの設
置方針、機構・所掌事務・運営方式等の検
討・協議と庁内部署との連携・調整

○包括的な相談支援体制の構築に並行し、
各種福祉サービスの基礎となる地域福祉計
画、介護保険事業計画、障害福祉計画等の
個別計画を一本化策定（「杵築市保健医療
福祉総合計画２０１８」）

最終完了年度(達成目標年度) 令和

杵築市では、地域ケア
会議等を通じ高齢者の
「地域包括ケアシステ
ム」の構築に向け取り
組んできたところだ
が、一方で、高齢者、
児童、障がい者など対
象ごとの従来の福祉
サービスでは、世帯に
おける複雑化、複合化
した課題を抱えるニー
ズに対し、十分な相
談・支援が実現できる
とは限らない状況が生
じている。
国では「地域共生社
会」の実現に向けた施
策として、世帯全体の
課題を受け止める、市
町村における総合的な
相談体制づくりを進
め、2020年（平成32
年）以降を目処に全国
展開を図ることとして
いる。

年度
進捗評価

【所管(主管)課】 Ｈ２９

18

包括支援センター
組織の見直し

具体的な
活動プラ
ン(数値目
標)

No.
取組項目 年度別計画

進捗状
況・実
績・効
果・未達
成理由・
改善策

進捗度

【福祉推進課】

○ 新センター開設
○ 包括的な相談支援
体制を構築するために
必要な専門職種の人材
育成
○ 地域ケア会議、福
祉・保健・医療・教育
担当課連携会議等を通
じた有機的連携体制の
確立

○ 新センター開設
（目標）
○ 包括的な相談支援
体制を構築するために
必要な専門職種の人材
育成
○ 地域ケア会議、福
祉・保健・医療・教育
担当課連携会議等を通
じた有機的連携体制の
確立

生まれる前から終末期
まで、ライフステージ
に合わせた一貫・継続
した相談支援体制の整
備（全世代対応型地域
包括支援センターの創
設）

Ｈ３０

①新センター開設は未
達成
②包括的相談支援専門
職種の人材育成を実施
③地域ケア会議、福
祉・保健・医療・教育
担当課連携会議等を通
じた連携体制の確立を
さらに推進

①新センター開設に向
け各課の体制の確立
②専門職種の人材育成
をさらに進める
③専門職種や関係機関
との連携をさらに推進

Ｒ２

背景と必要性

○ 新センター設置準
備
○ 保健医療福祉総合
計画策定委員会を設置
し、新センターの構想
を含む包括的な相談支
援体制を構築するため
の検討実施
○ 障がいのある高齢
者の支援等、世代を問
わないケアマネジメン
トができる専門職種の
人材育成
○ 地域ケア会議、福
祉・保健・医療・教育
担当課連携会議等を通
じた有機的連携体制の
確立

取組の目的

元

内　　　容
Ｈ３１・Ｒ１

B Ｂ

○新センター設置準備
のため各課ヒアリング
を実施。
○包括的相談支援体制
の構築に向けた保健医
療福祉総合計画を策
定。
○地域ケア会議を通じ
て専門職による多角的
なケアマネジメントに
ついて連携した体制の
確立を推進。
〔改善策〕
○新センター開設に向
け各課の体制を確立す
る。
○地域ケア会議での専
門職や関係機関との連
携をさらに推進する。
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% 79 % % %

30 % 30 % % %

背景と必要性

取組の目的

・地域農業経営サポート機構育成事業実施
による、サポート機構体制の確立

・杵築市地域活性化センター改革プランの
策定による、運営体制の見直し、職員意識
の向上

・常務理事（案）公募による経営指導体制
の強化

   （公益社団法人杵築市地域活性化セン
ター)

・農業者の高齢化が進み
離農者が増える中、地域
の担い手（集落営農、個
人農家）が請け負わない
中山間地を中心に農作業
受託するため、作業効率
が悪く経営を圧迫してい
る状況である。
・指定管理者として施
設、機械類を管理してき
たが、設立当初（平成10
年度）からの設備等の老
朽化により更新の必要性
が増大している。近年
は、自己所有の機械とし
て補助金交付を受けなが
ら更新をしているが、減
価償却経費の増大も懸念
事項である。

・公益社団法人に対する
出資者としての市、公の
施設の委託者としての
市、農政の担い手である
活性化センターを支援す
る立場としての市とし
て、活性化センターに対
する税金投入に関して明
確な基準を設けること。最終完了年度(達成目標年度) 年度

内　　　容

令和

令和

活力ある地域社会の形成
を図り、もって住民福祉
の増進に寄与することを
目的に、農林水産物の消
費宣伝及び販売、地域情
報発信番組等の製作及び
提供事業を行うため平成
２５年４月１日に財団法
人杵築市産業振興セン
ターから一般財団法人杵
築市総合振興センターへ
名称変更し、移行したこ
とにより設立された。

経営健全性を確保するこ
とにより、市からの指定
管理料及び委託料を減少
させていく。

年度

背景と必要性

取組の目的
No.

取組項目

Ｈ２９ Ｈ３０【所管(主管)課】 Ｒ２

19

１

内　　　容

外郭団体の見直し

杵築市地域活性化
センター

進捗状
況・実
績・効
果・未達
成理由・
改善策

元
【農林課】

進捗度

具体的な
活動プラ
ン(数値目
標)

取組項目

2

外郭団体の見直し

杵築市総合振興セ
ンター

団体の役割や機能等、包括的にあり方を見
直すとともに、経営主体である各団体が自
ら積極的に改善・改革を行い、効率的な経
営体制を確立できるよう見直しを進める。
また、経営評価により経営点検を実施し、
健全経営に取り組む。
(一般財団法人杵築市総合振興センター)

【商工観光課】
最終完了年度(達成目標年度)

進捗状
況・実
績・効
果・未達
成理由・
改善策

進捗度

具体的な
活動プラ
ン(数値目
標)

進捗評価

No.
年度別計画

進捗評価

Ｈ２９【所管(主管)課】

19

２

A

産業館の総売上は
H29の33,796千円
に対し、H30は
27,973千円で
17.2%減となった。
主な要因は、観光客の
減少に伴う産業館での
販売減少や、ふるさと
納税の返礼品の取り扱
いが減ったこと。

売り場の見直し等を行
い、更なる販売増を目
指す。

Ｂ

目的の達成と健全経営
に取り組む（産業館売
上前年比5％増）。

年度別計画

目的の達成と健全経営
に取り組む（産業館売
上前年比5％増）。

B

活性化センターをサ
ポート機構として認
定。
集落営農間の調整、担
い手の育成、農業情報
バンクの創設に向け準
備。
改革プランの策定と常
務理事の公募は組織体
制の整備ができず、実
施できなかった。
改善策としては、事務
職員の配置（増員）と
市の関与の強化。

・地域農業経営サポー
ト機構育成事業（３年
目）
・活性化センター改革
プランの実施

Ｈ３１・Ｒ１

Ｒ２

サポート機構として集
落営農連絡協議会の事
務局への位置付けや中
間管理事業の取組みは
実施した。
しかし、改革プランの
策定と常務理事の公募
検討は、休職者が2名
出るなど、組織体制が
整備できず、実施でき
なかった。

事務職員の配置（増
員）と市の関与の強化

・地域農業経営サポー
ト機構育成事業（1年
目）
・活性化センター改革
プランの策定
・常務理事の公募

Ｈ３１・Ｒ１Ｈ３０

産業館の総売上はH28
の31,994千円に対
し、H29は33,796千
円の5.6%増となった。
振興センター全体で
は、収益145,041千円
に対し、支出137,639
千円で、7,401千円の
利益となった。
杵築ブランドコーナー
等の設置により、更な
る販売増を目指す。

目的の達成と健全経営
に取り組む（産業館売
上前年比5％増）。

目的の達成と健全経営
に取り組む（産業館売
上前年比5％増）。

100

Ｂ

・地域農業経営サポー
ト機構育成事業（２年
目）
（集落営農連携の強
化・中間管理事業事務
への取組み）
・活性化センター改革
プランの策定
・常務理事の公募の検
討
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% % % %

杵築市総合振興センター
の運営の自立を進め、
ケーブルテレビにかかる
市職員の人数を減らす。
また、平成31年度から予
定している幹線の光化に
よる新サービスの提供、
合わせて技術的改善を進
め事業維持費の改善を進
める。

最終完了年度(達成目標年度) 令和

具体的な
活動プラ
ン(数値目

標)

総合振興センターと市
役所各部署の連携を深
め、ケーブルネット
ワーク係の業務負担を
軽減することにより、
平成30年度からの幹
線光化事業担当者を現
行の職員2名で行える
体制を整える。
他市、他社との協業に
ついて、協議を行う。

進捗評価
2

背景と必要性

進捗度

○ケーブルネットワー
ク網ＦＴＴＨ化工事着
工
○業務委託先である総
合振興センターへの指
定管理制度への移行等
を検討

幹線光化工事（各家庭
に引き込み）
（平成29年度に国庫
補助金の採用から漏
れ、工事が1年づつ後
ろ倒しとなったため、
取り組みが遅れる。）
目標：杵築地域2,000
世帯引き込み

幹線光化工事（各家庭
に引き込み）
光回線のＩＲＵ契約の
スタートによるケーブ
ル幹線維持費の軽減
目標：杵築地域2,000
世帯引き込み

取組の目的

ケーブルテレビFTTH
化については、国の補
助金が獲得できなかっ
たため、事業規模を縮
小したが、工事の着工
は行った。
総合振興センターへの
業務委託は、令和元年
度から指定管理制度へ
移行する。

指定管理1年目は移行
期間として、市職員を
平成30年度と同数残
すこととなった。令和
2年度には市職員数の
減を目指す。

総合振興センターへの
委託内容の見直し、番
組制作スタッフの広報
広聴委員会への参加等
を通して、市職員の業
務を見直し、市職員の
少人数化を図った。ま
た、他市、他社等との
協業へ向け、庁議にお
いて協議を行った。
目標は達成したが、次
年度さらなる合理化へ
向けて協議を行う。

Ｒ２

100

【秘書広報課】

No.
取組項目 年度別計画

【所管(主管)課】 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１・Ｒ１
内　　　容

20

ケーブルテレビ事
業の管理運営方法
の見直し

年度

ケーブルテレビ事業の通常業務について
は、杵築市総合振興センターで運営できる
よう指導を進め、平成30年度から予定して
いるケーブルテレビ幹線光化事業について
は現在の職員数2名で対応する。また、幹線
光化事業では、他社との協業等をすすめ、
ケーブルテレビ事業の収支状況の改善を図
る。

平成28年度までに、ケー
ブルテレビ事業の安定的
な運営を図るため、杵築
市の第3セクターである
「杵築市総合振興セン
ター」への業務委託を
徐々に進めてきた。
平成29年度からは、杵築
市総合振興センターによ
る運営をさらに進め、専
門スタッフによる市民
サービスの拡充、技術的
改善による事業維持費の
改善に取り組む必要があ
る。

進捗状
況・実
績・効
果・未達
成理由・
改善策

Ａ

100

A
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% % % %

－ % % % %

内　　　容
背景と必要性

取組の目的

29 年度

分庁支所方式での課題、本庁支所方式に移
行した場合の課題等の洗い出しを行う。

【総務課】

【所管(主管)課】 Ｒ２

Ｈ３０

市立病院の在り方の検
討
市立病院の経営改善の
支援

市立病院の在り方の検
討
市立病院の経営改善の
支援

市立病院の在り方の検
討
市立病院の経営改善の
支援

内　　　容
背景と必要性 年度別計画

進捗状
況・実
績・効
果・未達
成理由・
改善策

国・県の医療政策や建設市場の動向につい
ての情報収集に取り組むとともに、受療動
向分析や経営分析などを行いながら市立病
院の在り方についての検討を行う。また、
市と病院の連携を強化し、安定した黒字化
実現のための経営改善に取り組む。

最終完了年度(達成目標年度) 平成

Ｈ３１・Ｒ１

進捗度

【医療介護連携課】

市立山香病院本館は昭
和５５年に竣工し、老
朽化が著しく建て替え
の検討が必要となって
いる。今後、人口や医
療需要の減少が予測さ
れることから、市民に
対する公的医療の充実
や医療提供体制の再構
築を図る必要がある。

将来を見据えた市立病
院としてのあるべき
姿、果たすべき役割や
機能などについて引き
続き検討を行うととも
に、建て替えなどを行
うためには病院の経営
体力がなければ実現で
きないため、安定した
経営の黒字化を目指
す。

No.
取組項目

No.
取組項目 年度別計画

【所管(主管)課】 Ｈ２９

進捗評価

Ｈ２９取組の目的

各課へのヒアリングを
実施し、課題の洗い出
しを行う。

21

市立病院の在り方
についての検討

具体的な
活動プラ
ン(数値目
標)

22

本庁支所方式への
移行

具体的な
活動プラ
ン(数値目
標)

進捗状
況・実
績・効
果・未達
成理由・
改善策効率的な行政運営を行

うため、本庁支所方式
への移行を検討すると
ともに、市民の利便性
を考慮し、総合支所と
なった庁舎の窓口業務
等の充実を図る。

市立病院基本構想策定

－最終完了年度(達成目標年度)

現在、大田庁舎は総合支
所、山香庁舎に教育委員
会と医療政策課、福祉関
係の部署を配置、残りの
部署は概ね杵築庁舎に配
置されており、分庁方式
では、非効率であるた
め、本庁支所方式への移
行を検討する必要があ
る。しかしながら、平成
２３年度に、庁舎建設検
討委員会を設置するため
の予算案が議会の時期尚
早との判断から修正議決
された経緯がある。

進捗評価

進捗度

Ｈ３１・Ｒ１

Ｈ３０

Ｒ２

国・県の医療政策や建
設市場の動向について
情報収集に努めるとと
もに市立病院の経営改
善についての支援を
行った。

Ａ

杵築本庁舎は７年後に
は耐用年数が到来し、
庁舎の長寿命化や建て
かえを見据えた検討が
必要な時期が近づいて
きている。庁舎は防災
の拠点となることなど
を踏まえて、耐震性や
安全確保の観点を重視
しつつ、各課にヒアリ
ングを実施し、今後の
あり方を検討しなけれ
ばならない。

100

A

100

昨今の建設市場の高騰
などにより建て替え事
業を先送りすることが
確認され、基本構想は
策定せずにこれまでの
検討結果や提言を答申
書として市長に提出
し、在り方検討委員会
は解散となった。

D

平成２３年度に検討中
止。

庁舎建設の検討開始時
には、本庁支所方式に
ついても検討する。
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% % % %

（２）定員管理・給与等の適正化

－ % 75 % % %

内　　　容

Ｒ２

23

組織機構の見直し

最終完了年度(達成目標年度) 令和

国や県の動向を注しながら、毎年度、各
課・係の分掌事務の見直しを行い、課・係
の新設、廃止、統合等を行う。

進捗評価

各課へのヒアリングを
実施し、必要に応じて
組織の見直しを行う。

進捗状
況・実
績・効
果・未達
成理由・
改善策

A
【総務課】

Ｒ２【所管(主管)課】

取組項目

年度

各課へのヒアリングを
実施し、必要に応じて
組織の見直しを行う。

各課のヒアリングは実
施しない。
必要に応じて組織の見
直しを行うこともあり
える。

Ａ

取組の目的

具体的な
活動プラ
ン(数値目
標)

進捗度
2

具体的な
活動プラ
ン(数値目
標)

総務省が示す定員モデルや類似団体の状況
を踏まえ、行政需要の動向や業務内容の変
化、機構改革に対応した適正な職員配置を
行う。

Ｈ２９

No.
年度別計画

24 進捗状
況・実
績・効
果・未達
成理由・
改善策

Ｈ３１・Ｒ１Ｈ２９ Ｈ３０

【総務課】
最終完了年度(達成目標年度)

進捗度

【所管(主管)課】

2 年度

定員適正化の推進

現状の行政サービスの
水準を維持するために
は、職員数の更なる削
減は困難であるが、民
間委託等の推進や簡素
で効率的な組織を構築
することにより、適正
な職員配置に努めてい
く必要がある。

適正な職員配置を行
い、人件費の抑制に努
める。

進捗評価
令和

取組の目的

背景と必要性
内　　　容

人口減少や少子・高齢
化、地方分権の進展、
景気の低迷など、社会
情勢の変化に対応する
とともに、東日本大震
災や熊本地震による防
災に対する意識の高ま
りなど、多様化する市
民ニーズに対応できる
組織・機構を構築する
必要がある。

今後見込まれる行政需
要や市民ニーズに的確
に対応するため、常に
最適な組織・機構へと
見直しを行う。

No.
取組項目 背景と必要性

次年度の退職予定者数
が12名と多く、採用
者を前倒して増員し、
派遣者3名を受け入れ
た為、平成31年4月1
日現在の計画値352
名に対し354名とな
り2名の増となった。

次年度の採用者数を減
員する。

平成29年度内に定員
適正化計画の策定がで
きなかった。
平成30年4月1日策定
済

定員適正化計画を策定
し、計画に基づき適正
な人員配置を行う。

「協働のまちづくり
課」及び「医療介護連
携課」を新設し、地方
創生と地域包括ケアシ
ステムの構築・健康長
寿のまちづくりを進め
る体制が構築できた。
２年に１度若しくは３
年に１度の見直しは必
要である。毎年する必
要があるは検討の余地
がある。

ＢC

定員適正化計画を策定
し、計画に基づき適正
な人員配置を行う。

定員適正化計画を策定
し、計画に基づき適正
な人員配置を行う。

Ｈ３０ Ｈ３１・Ｒ１

「医療介護連携課」に
「市民病院検討室」を
新設し、市と病院の協
力体制が強化され、病
院の経営安定などを進
める体制が構築でき
た。

２年に１度若しくは３
年に１度の見直しは必
要である。

各課のヒアリングは実
施しない。
必要に応じて組織の見
直しを行うこともあり
える。

100

定員適正化計画を策定
し、計画に基づき適正
な人員配置を行う。

100

年度別計画
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50 % % % %

背景と必要性

取組の目的 Ｒ２

民間委託が可能な業務
や組織の見直しを検討

会計年度任用職員制度
に基づき、適正に会計
任用職員（旧嘱託員・
臨時職員）の任用を行
う。

令和2年度に会計年度
任用職員制度が導入さ
れることに伴い、現在
の嘱託員・臨時職員の
任用形態の見直しを行
う。

Ｈ３１・Ｒ１

進捗状
況・実
績・効
果・未達
成理由・
改善策

進捗度

進捗評価
令和

年度別計画

Ｈ３０

最終完了年度(達成目標年度)

具体的な
活動プラ
ン(数値目
標)

正規職員を削減したた
めの代替えとして、嘱
託員・臨時職員を採用
しており、年々増加し
ている。

民間委託等の推進や効
率的な組織を構築する
ことで適正配置に努め
ていく必要がある。

令和2年度に会計年度
任用職員制度が導入さ
れることに伴い、現在
の嘱託員・臨時職員の
任用形態の見直しを行
う。

No.
取組項目

年度

【所管(主管)課】

【総務課・教育総務課】
2

25

嘱託員・臨時職員
の適正配置

民間委託が可能な業務の洗い出しや組織の
見直しを行い、嘱託員・臨時職員を適正に
配置する。

内　　　容

ＡB

全課を対象にヒアリン
グを実施し、非常勤特
別職及び各課雇用の職
員についても職の洗い
出しを行い、現行運用
の制度導入時における
改善点を指摘した。

Ｈ29.4.1現在
市長部局　105名
教育委員会部局
118名
業務増の為、市長部局
において4名増となっ
たが市全体としては７
名減となっている。
改善策としては、市長
部局について業務見直
しを行い、減員に努め
る。

100

Ｈ２９
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別表１ （単位：人）

※　類似団体との比較

【今後の方針】

●嘱託員・臨時職員の適正配置の状況 （単位：人）

Ｈ21

47

43

90

68

45

H23.4.1

75

H24－H21

124

215

200

144

H22.4.1

41

50

91

66

58

—

69

227228

197

47

43

90

75

47

37

84

0

0

0

7
教育委員
会部局

嘱託員

113

H24.8.1

24

31

31

△１０

69

234

193

144

203

203

82

72

145

73

H26.8.1（参考）

46

45

91

75

H25.8.1（参考）

60

—

232

—

80

140

246

H28.8.1（参考）

54

49

103

61

66 63

124

227

—

55

113

H29.8.1（参考）

59

41

100

58

213

141

　　「行政改革集中改革プラン」、「行政改革アクションプラン（前期プラン）」での取り組み項目「退職者の3分の1採用」を実施したことにより、職員数は目
標どおり減少してきました。近年、増員圧力が高くなる部門として、少子高齢化に伴う介護や医療等、児童虐待、生活保護、特別支援教育、防災、また、地方分
権改革による権限移譲で市の所掌事務全体の増等、限られた職員数で行政サービスの水準を維持していくためには、定数削減はますます困難になっています。
　平成30年に策定した「杵築市定員適正化計画」においては、前年度退職者数の8割補充を基本とし、退職予定者の9割程度が再任用を希望することを想定し、
平成30年４月１日時点の職員合計数350人（うち、再任用職員１４人）を令和4年４月１日時点においても保つこととし、351人（うち、再任用職員２２人）
を目標としたものとなっています。
　しかし、平成30年度における類似団体の職員数平均が平成２９年度に比べ、0.2人減少しているのに対し、本市では逆に1.5人増加しており、人員削減に向け
た計画の見直しを行います。

　平成2４年8月1日現在、「行政改革アクションプラン（前期プラン）」では10人減の目標が、31人増となっています。これは小中学校図書司書や小学校複式学級
解消のための教諭を雇用したことなどによる教育委員会部局の増が主な要因です。
　市長部局では全体での増減はありませんが、教育委員会部局においては、上記による理由や、障害のある園児、児童、生徒に対する特別支援教育支援員の雇用が増
えています。

アクションプラン目標数 —

H30.8.1（参考）

62

34

65

225

—

224

—

市長部局＋教育委員会部局

64

129 132計

37

61

31

92

69

63

336

市長部局

嘱託員

臨時職員

部　　局 嘱託・臨時の別

H31.4.1

実績

303

246

57

343 339 327 326

計

臨時職員 53

106

47

35

96

H27.8.1（参考）

53

「行政改革集中改革プラン」と「行政改革アクションプラン（前期プラン）」による平成17年度から平成24年度までの職員数の推移は別表１のとおりであり、
平成25年4月1日の職員数の目標数３２7人に対し、実績数は３２6人は目標を上回る削減で、平成17年度以降85人の削減となっています。
　平成25年度から平成２８年度にかけては「行政改革アクションプラン（後期プラン）」の中で、研修制度の充実や再任用制度による雇用を活用していく「杵築
市定員適正化計画」を策定し、業務に支障が出ないよう職員配置を行いました。平成３０年度には、それまでの「杵築市定員適正化計画」の見直しを行い、平成
３４年４月１日時点の再任用職員を除く職員数を329人とする新たな目標を設定しました。

　類似団体(人口5万人未満、産業構造Ⅱ次、Ⅲ次90％未満かつⅢ次55％未満の団体)での人口1万人当たり職員数では、杵築市は100.43人（H30.4.1）で全国
35団体中、職員数が少ない方から数えて18位です（平均97.21人)。（県内での類似団体（全3団体）の中では1位）
【参考】H29.4.1では98.93人で全国34団体中、職員数が少ない方から数えて16位（平均97.41人)

42

339 335331

38 36 36 36

計 411 389 375 360

43

346

3939 40

64

公営企業等会計（病院除く） 72 57 39 38

61教育 69 65 66 6163 62 61 63

230 235 245 242 240

58 58 57 6062

288 286 285

237 225 222 224

普　　通　　会　　計 339 332 336

242267

293 303 299 300

270 259

303 292301 298

実績 実績目標数 実績 実績 実績実績 実績 実績 実績実績 実績

H22.4.1 H23.4.1

322

H21.4.1

実績 実績

239

340327 331

R1.8.1（参考）

年　　　度
H20.4.1

実績

●定員適正化（定員管理）の実施状況

H17.4.1 H18.4.1 H19.4.1

42 41

一　般　行　政 270

H28.4.1 H29.4.1H24.4.1 H25.4.1 H26.4.1 H30.4.1H25.4.1 H27.4.1
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% % % %

% % % %

年度別計画

H30.4.1から住居持家
手当を廃止

今後も人事院勧告に準
じ手当の改正を行う

【総務課】

Ｈ２９

26
給与の適正化

No.

国や県の動向に注視し、諸手当の見直しを
行う。

人事院勧告や人事委員
会勧告に従い諸手当の
改定を行ってきたが、
今後も制度の趣旨に合
致しないものは、廃止
や見直し等の是正を
図っていく必要があ
る。

年度

年度

国や県の状況、ラスパイレス指数等を踏ま
え、給与制度や運用等の見直しを図る。

進捗評価

Ｒ２

具体的な
活動プラ
ン(数値目
標)

進捗状
況・実
績・効
果・未達
成理由・
改善策

Ｈ３０

取組項目

【所管(主管)課】
内　　　容

背景と必要性

取組の目的

制度の趣旨に合致しな
いものについて廃止や
見直し等を行う

給与水準の抑制を図る

ＡA

進捗度
最終完了年度(達成目標年度)

今後も厳しい財政状況
が続くと予想されてお
り、人件費の上昇によ
る財政負担を回避する
ため、職員の給与等の
適正化を図らなければ
ならない。

取組の目的

令和

国、県、民間の給与水
準を注視し、適正な給
与水準を確保する。

2

人事院勧告に準じ扶養
手当の改正を実施。
今後も人事院勧告に準
じ手当の改正を行う。

A

進捗度
2

Ａ

諸手当の見直し

具体的な
活動プラ
ン(数値目
標)

最終完了年度(達成目標年度) 令和

制度の趣旨に合致しな
い諸手当について是正
を図る。

27

制度の趣旨に合致しな
いものについて廃止や
見直し等を行う。

取組項目

Ｈ３１・Ｒ１ Ｒ２

進捗評価

【所管(主管)課】 Ｈ２９ Ｈ３０
内　　　容

背景と必要性
No.

制度の趣旨に合致しな
いものについて廃止や
見直し等を行う

【総務課】

進捗状
況・実
績・効
果・未達
成理由・
改善策

制度の趣旨に合致しな
いものについて廃止や
見直し等を行う

給与カットの実施（平
均1.3%）
削減額　１，６００万

今後とも給与水準の抑
制に努める
（給与カットの実施予
定　平均1.3%）

給与カットの実施（平
均1.1%）
削減額　１，４００万
今後とも給与水準の抑
制に努める
（給与カットの実施予
定　平均1.3%）

Ｈ３１・Ｒ１

給与水準の抑制を図る 給与水準の抑制を図る

100

100

100

100

年度別計画

給与水準の抑制を図る
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（３）職員の資質向上

% % % %

% % % %

背景と必要性

取組の目的

年度別計画

令和 年度最終完了年度(達成目標年度)

進捗度

2

地方公務員法が改正に
より、能力本位の任用
制度の確立や人事評価
制度の導入、分限理由
の明確化が求められて
いる。

職員が職務を遂行するに当たり発揮した能
力や挙げた業績を把握したうえで行われる
人事評価システムを活用し、これを任用、
分限その他人事管理の基礎とする。

最終完了年度(達成目標年度)

地方分権時代にふさわ
しい人材の育成を図り
ながら、多様化する市
民ニーズを的確に把握
し、質の高い行政サー
ビスを持続的に提供す
る。

人事評価システムの適
切な運用を図り、職員
の任用等、人事管理の
基礎とする。

人事評価システムの適
切な運用を図り、職員
の任用等、人事管理の
基礎とする。

人事評価システムの適
切な運用を図り、職員
の任用等、人事管理の
基礎とする。

令和

Ｈ３１・Ｒ１

No.
取組項目

【所管(主管)課】
内　　　容

Ｈ３１・Ｒ１Ｈ２９ Ｈ３０

研修計画を策定し、計
画に従って研修を受講
させる。

2 年度
【総務課】

28
人材育成の推進

研修計画を策定し、計
画に従って研修を受講
させる。

地方分権の進展に伴
い、地方は、それぞれ
の特性を活かした自主
的・自立的なまちづく
りを行わなければなら
ない。こうした状況に
適切に対応するため、
職員一人ひとりが意識
改革を行い、自己研さ
んに努めていかなけれ
ばならない。

職員を対象に各種研修を開催するととも
に、自治人材育成センターで開催される研
修等を職員に受講させる。

具体的な
活動プラ
ン(数値目
標)

進捗状
況・実
績・効
果・未達
成理由・
改善策

100

No.
取組項目

【所管(主管)課】 Ｈ２９

A

内　　　容
背景と必要性

取組の目的

人事評価制度の推
進

進捗状
況・実
績・効
果・未達
成理由・
改善策

職員の任用、分限等
は、職員の人事評価そ
の他の能力の実証に基
づき行うものとする。

具体的な
活動プラ
ン(数値目
標)

進捗度

進捗評価【総務課】

進捗評価

29

年度別計画

Ｒ２

人事評価システムの適
切な運用を図り、職員
の任用等、人事管理の
基礎とする。

人事評価システムの適
切な運用を図り、職員
の任用等、人事管理の
基礎とした。

研修計画を策定し、計
画に従って研修を受講
させた。
H29年度研修セン
ター参加実績195人

ＡA

人事評価システムの適
切な運用を図り、職員
の任用等、人事管理の
基礎とした。

100

研修計画を策定し、計
画に従って研修を受講
させる。

研修計画を策定し、計
画に従って研修を受講
させる。

Ｒ２

研修計画を策定し、計
画に従って研修を受講
させた。H30年度研
修センター等参加実績
188人

100

100

Ａ

Ｈ３０
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- % % % %

（４）事務の効率化

% % % %進捗度

職員の市政への参加意
識や政策形成能力を高
めるとともに、広い視
野を持ち課題に積極的
に挑戦する意欲ある職
員の育成を図る。

市政運営に関する改善
及び政策の実現化に向
け、職員の積極的な提
案を奨励し、職員の創
造力、研究心及び市政
運営への参加意欲を高
めるとともに政策形成
能力の向上を図り、市
の施策に反映させるこ
とによって、市政の効
果的・効率的な運営に
努める。

推進月間を設け、積極
的な提案を促す
予算措置を必要とする
提案もなされることか
ら、募集期間の設定を
早めに実施する

Ｈ２９
内　　　容

Ｈ３０

年度別計画

10月を推進期間とし
提案募集を実施した。
（３０年度は３名から
４提案あり、31年か
ら実施予定）

予算に絡む提案もある
ことから、次年度にお
いては６月までに募集
を実施する

推進月間を設け、積極
的な提案を促す。

具体的な
活動プラ
ン(数値目
標)

進捗状
況・実
績・効
果・未達
成理由・
改善策

推進月間を設け、積極
的な提案を促す
予算措置を必要とする
提案もなされることか
ら、募集期間の設定を
早めに実施する

推進月間を設け、積極
的な提案を促す。

C
令和 2 年度

【所管(主管)課】 取組の目的

進捗評価

定期的に、職員より提案を促す。

30

職員提案制度の推
進

【政策推進課】

No.
取組項目

最終完了年度(達成目標年度)

No.
取組項目 年度別計画

【所管(主管)課】

背景と必要性

Ｒ２

進捗度

Ｒ２

Ｈ３１・Ｒ１

庁内情報システム及び
ライフサイクルに係る
コスト調査

庁内情報システム及び
ライフサイクルに係る
コスト調査

31

庁内システムの最
適化

具体的な
活動プラ
ン(数値目
標)

【総務課】

進捗状
況・実
績・効
果・未達
成理由・
改善策

進捗評価
2 年度最終完了年度(達成目標年度)

Ｈ３１・Ｒ１

Ｈ２９

職員提案に対するテー
マ設定等ができなかっ
た。
改善策としては、職員
提案を取上げ、積極的
に実施できる環境を整
備していく。

基幹系及び個別システムの更新時期に庁内
仮想サーバ基盤への統合やクラウド化を検
討し、また、再リース等を行うことにより
ライフサイクルに係るコスト削減を図る。

個別システムの庁内仮
想サーバ基盤への統合
やクラウド化を検討
し、情報システムの最
適化及びコスト削減を
図る。

業務システムを導入す
ることにより、業務効
率を図り市民サービス
に努めるとともに個人
情報保護の観点からＬ
ＧＷＡＮ等ネットワー
ク回線への最適化が必
要である。

内　　　容
背景と必要性

取組の目的

令和

・全庁の情報システム
及びライフサイクルに
係る調査実施（１回）
→中長期財政計画等に
反映
・再リースによるコス
ト削減（５契約分）
・個別ｼｽﾃﾑの庁内仮想
ｻｰﾊﾞ基盤への統合（２
ｼｽﾃﾑ）
・個別ｼｽﾃﾑのｸﾗｳﾄﾞ化
推進（１ｼｽﾃﾑ）

・全庁の情報システム
及びライフサイクルに
係る調査実施（１回）
→中長期財政計画等に
反映
・再リースによるコス
ト削減（５契約分）
・個別ｼｽﾃﾑの庁内仮想
ｻｰﾊﾞ基盤への統合（２
ｼｽﾃﾑ）
・個別ｼｽﾃﾑのｸﾗｳﾄﾞ化
推進（１ｼｽﾃﾑ）

庁内情報システム及び
ライフサイクルに係る
コスト調査

100

Ａ

Ｈ３０

庁内情報システム及び
ライフサイクルに係る
コスト調査

100

A

100

Ａ
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% % % %

% % % %

Ｈ３１・Ｒ１

情報セキュリティ研修
（１回）

外部監査実施（６課の
実施）

情報セキュリティ研修
（１回）

外部監査実施（７課の
実施）

情報セキュリティ研修
（１回）

外部監査実施（６課の
実施）

情報セキュリティ研修
（１回）

外部監査実施（６課の
実施）

Ａ

100

32

情報セキュリティ
の強化

具体的な
活動プラ
ン(数値目
標)

No.
取組項目 年度別計画

【所管(主管)課】 Ｈ３０

【総務課】
2

年度別計画

Ｒ２

Ｈ３１・Ｒ１

Ｈ２９

Ｈ２９ Ｈ３０

進捗状
況・実
績・効
果・未達
成理由・
改善策

進捗度

進捗評価

No.
取組項目

Ｒ２

進捗状
況・実
績・効
果・未達
成理由・
改善策

各課に事務マニュアル
を見直すよう通知し、
総務課に提出させる。

33

【所管(主管)課】

各課に事務マニュアル
を見直すよう通知し、
総務課に提出させる。

各課に事務マニュアル
を見直すよう通知し、
総務課に提出させる。

事務マニュアルの
整備

具体的な
活動プラ
ン(数値目
標)

進捗度

進捗評価【総務課】
令和

既に作成している事務マニュアルについ
て、内容の見直しを行う。

事務マニュアルを整備
し、日常業務や事務引
継ぎに活用する。

日常業務において、担
当者が不在時でも他の
職員が対応できるよう
に、また、スムーズに
事務引継ぎが行えるよ
うに事務マニュアルを
作成しており、制度改
正や分掌事務の変更等
に対応するため、毎年
度、見直しを行う必要
がある。

最終完了年度(達成目標年度) 令和

情報セキュリティ研修を実施し、職員の情
報セキュリティに対する意識向上を図る。
また、業務における個人情報の取り扱い、
保管方法等のセキュリティ監査を実施す
る。

情報セキュリティイン
シデントの未発生

自治体を標的としたサ
イバー攻撃や番号制度
の開始による個人情報
保護の観点から、情報
セキュリティ対策の強
化を実施する。

年度

内　　　容
背景と必要性

取組の目的

内　　　容
背景と必要性

取組の目的

2 年度最終完了年度(達成目標年度)

・情報セキュリティ研
修（全職員１回・新採
用１回・臨時嘱託１
回）
・外部監査実施（６
課）
・内部監査実施（６
課）

・情報セキュリティ研
修（全職員１回・新採
用１回）
・外部監査実施（６
課）
・内部監査実施（４
課）

ＡA

全ての課・係におい
て、マニュアルの内容
更新を行った。
全ての課・係におい
て、日常業務や事務引
継に活用できた。

全ての課・係におい
て、マニュアルの内容
更新を行った。
全ての課・係におい
て、日常業務や事務引
継に活用できた。

100

100

100

A

各課に事務マニュアル
を見直すよう通知し、
総務課に提出させる。
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３．健全な財政運営

Ａ． Ｂ． Ｃ． Ｄ．

（１）財政基盤の確立

30 % 30 % % %

一部実施(プランより遅れて
実施、目標未達成)

未実施(未着手、全く進まな
かった)

中止(計画が中止となった) 評価なし

17 4 0

進捗評価

（H31）予算規模
197億円以内
（H31決算ベース）
経常収支比率
94.6％以内
普通会計地方債残高
262.9億円以内
普通会計基金残高
69.6億円以上

（H30）予算規模
217億円以内
（H30決算ベース）
経常収支比率
94.6％以内
普通会計地方債残高
254.2億円以内
普通会計基金残高
79.2億円以上

（H29）予算規模
194億円以内
（H29決算ベース）
経常収支比率
94.6％以内
普通会計地方債残高
243.9億円以内
普通会計基金残高
88.8億円以上

（H32）予算規模
176億円以内
（H32決算ベース）
経常収支比率
94.6％以内
普通会計地方債残高
258.1億円以内
普通会計基金残高
64.2億円以上

No.
取組項目 年度別計画

【所管(主管)課】 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１・Ｒ１ Ｒ２
内　　　容

背景と必要性

【財政課】

34
健全な財政運営

具体的な
活動プラ
ン(数値目
標)

2 年度最終完了年度(達成目標年度)

予算査定を厳密に行い、過大予算とならな
いよう財政規律の維持を図る。

進捗状
況・実
績・効
果・未達
成理由・
改善策

進捗度
令和

市税の伸びが期待でき
ず、地方交付税も縮減
されていく中で、各種
の施策を実施しなけれ
ばならない。単年度で
は収入の確保と歳出の
抑制を図り、後年度へ
の財政負担を軽減する
ために地方債残高・基
金積立額の適正な管理
が必要である。

①経常収支比率を今後5
年間、95％以下に抑制
②地方税、地方交付税等
の一般財源を総額120億
円以上維持
③地方債残高を最高270
億円以内に抑制
④普通会計基金残高とし
て50億円を維持

取組の目的

（H29）最終予算規
模　　　207億円
（H29決算）
経常収支比率
98.5％
普通会計地方債残高
239.0億円
普通会計基金残高
105.1億円
一般財源総額に留意し
ながら、適正な予算規
模の編成を行い、財政
規律の維持を図る。

　効果や優先順位を踏まえた事業の選択と集中を図り、徹底したコスト意識による経費の節減、限られた財源の最適な配分を図るとともに、歳入の確保に努
めることにより、持続可能な財政基盤の確立に取組むものとします。また、公共施設の適正配置と健全運営、施設の長寿命化を図り、財政負担の軽減と平準
化を図ります。

　この項目では、（１）財政基盤の確立（２）歳入の確保（３）歳出の抑制の３項目を大項目に掲げ、３８項目について具体的な取り組みを行いました。３
８項目の進捗評価は、以下のとおりです。

評価基準
予定どおり実施(プランどお
り又はそれ以上実施)

0項目数 17

ＢB

（H30）最終予算規
模　　　221億円
（H30決算）経常収
支比率
100.9％
　　　　　　　普通会
計地方債残高
233.6億円
　　　　　　　普通会
計基金残高
95.7億円

一般財源総額に留意し
ながら、適正な予算規
模の編成を行い、財政
規律の維持を図る。
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◆普通会計の実質債務残高等の推計目標と実績
（単位：百万円）

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（Ｅ）

（Ｆ）

（Ｇ） 160%

7,494 6,1827,653

687

17,881

155%

10,841

165% 185%

1,338

17,352

10,841

平成２８年度 平成２９年度

目標数 実績

23,171

平成２７年度

1,142

実績

23,688

1,338

目標数

平成３０年度

目標数

10,677

202%

実績 実績

23,359

4,290

201%

6,261

408

目標数

25,439

1,559

5,380

0

21,618

7,177

498

18,418

2,193

24,392

1,559

174%

平成２５年度 平成２６年度

目標数 実績

1,559

実績

地 方 債 残 高 23,835 23,183 24,410

債 務 負 担 行 為 額 336 689 285 1,142

22,985

6,604 6,648 6,815 6,627

814 311

24,507

実 質 収 支 額 500 801 500 545

実 質 債 務 残 高
（ A ＋ B － C － D ）

17,067 16,423 17,380 16,955

176

6,860主 要 基 金 残 高

20,980

0

23,900

標 準 財 政 規 模 10,893 10,819 10,893 10,698 10,698 10,677 10,596 10,455

19,769

実 質 債 務 残 高 倍 率
（ E ／ F × 100 ）

157% 152% 160% 158% 176%

18,794

25,417

会計年度
目標数

7,589

平成３１年度

10,677

16,549

246%

27,431

4,290

5,999

0

25,722

10,455
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% % % %

% % % %

進捗評価

進捗状
況・実
績・効
果・未達
成理由・
改善策

進捗度

H29決算での財務書
類を作成(2年度目）
他団体との比較など分
析を実施

No.
取組項目 年度別計画

【所管(主管)課】 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１・Ｒ１ Ｒ２
内　　　容

背景と必要性

35

新地方公会計の整
備

具体的な
活動プラ
ン(数値目
標)

進捗状
況・実
績・効
果・未達
成理由・
改善策

H30決算での財務書
類を作成(3年度目）
他団体との比較など分
析を実施
公共施設のマネジメン
トを実施
セグメント分析を実施
し、予算編成に活用

進捗度
2 年度

財政のマネジメント強
化を図り、地方公会計
を予算編成等に活用す
るため、平成27年1
月、国から新地方公会
計制度に基づく財務書
類の作成について、す
べての地方公共団体が
平成29年度までに取り
組むよう通知があっ
た。

H30決算での財務書
類を作成(3年度目）
他団体との比較など分
析を実施
公共施設のマネジメン
トを実施

【財政課】 進捗評価
最終完了年度(達成目標年度) 令和

内　　　容

財務事務の見直し

具体的な
活動プラ
ン(数値目
標)

最終完了年度(達成目標年度) 令和

財務事務は適正な処理
が必要であるが、処理
手続に期間を要した
り、内容が煩雑で誤り
が起きやすいため、事
務の簡素化を図ること
が求められている。

No.
取組項目 年度別計画

【所管(主管)課】 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１・Ｒ１ Ｒ２

背景と必要性

取組の目的

36

【財政課】

公会計での財務書類を作成、財務内容の分
析を実施する。

新地方公会計による財
務書類(決算資料）を作
成、分析し、予算編
成・中期財政計画に活
用する。

取組の目的

自治法の範囲内で事務
が簡素化されるよう、
財務規則その他関連す
る規則・規程を見直
す。

財務規則については随時のほか、3年に1
度、全体的に見直す。その他、補助金等交
付規則、事務決済規程、委員会等の収入お
よび支出に関する事務の補助執行に関する
規程等関連する規則・規程は随時見直す。

2 年度

平成30年8月1付けで
財務規則及び事務決裁
規程を一部改正。（公
共料金明細事前通知
サービスに対応）

引き続き取組の目的に
沿って事業を実施す
る。

平成28年度中に全体
的な見直しを行い、平
成29年4月1日付けで
財務規則及び事務決裁
規程を改正した。予算
担当者等へ説明会を実
施し、事務執行の簡素
化と判断基準の明確化
等により、事務の効率
化が図れた。
引き続き取組の目的に
沿って事業を実施す
る。

その他関連する規則・
規程の見直しを実施

財務規則・その他関連
する規則・規程の見直
しを実施

ＡA

ＡA

財務規則・その他関連
する規則・規程の見直
しを実施

財務規則の全般的な見
直しを実施
その他関連する規則・
規程の見直しを実施

H29決算の財務書類
作成済み。
他団体との比較など分
析を実施

引き続き取組の目的に
沿って作成及び分析を
行う。

H28決算の財務書類
作成済み。
引き続き取組の目的に
沿って作成及び分析を
行う。

H28決算での財務書
類を作成(初年度目）

100

100

100

100
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67 % % % %

% % % %

公営企業（法適）の将
来収支試算（事業の実
施計画ヒアリング）

公営企業（法適）の将
来収支試算（事業の実
施計画ヒアリング）

進捗状
況・実
績・効
果・未達
成理由・
改善策

進捗度

進捗評価

公営企業（法適）の将
来収支試算（事業の実
施計画ヒアリング）

No.
背景と必要性

年度

進捗状
況・実
績・効
果・未達
成理由・
改善策

進捗度

進捗評価

法非適公営企業として
活動している簡易水道
事業と下水道事業は、
国の要請により法適化
が求められている。特
に人口3万人以上の団体
は、H27からH31まで
の集中取組期間での移
行を強く要請されてお
り、この期間であれば
地方財政措置も受けら
れるため、H31までに
法適化を目指す。

No.

取組項目 年度別計画

【所管(主管)課】 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１・Ｒ１ Ｒ２
内　　　容

取組の目的

公営企業の経営健
全化

具体的な
活動プラ
ン(数値目
標)

法適化運用開始

収支計画作成支援
条例規則等整備支援
体制整備支援
法適化移行支援

資産情報取得支援
収支計画案作成支援

法適化までのロード
マップ作成支援
資産情報取得支援
収支計画案作成支援

【財政課】

内　　　容
取組項目 年度別計画

【所管(主管)課】 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１・Ｒ１ Ｒ２

公営企業が主体となって行う移行作業につ
いて、必要な情報提供と支援を行う。具体
的には、体制の整備・ロードマップの作
成・資産情報の把握・収支計画の策定・条
例規則の整備等の情報提供・協議を実施す
る。

取組の目的

38
特別会計の見直し

具体的な
活動プラ
ン(数値目
標)

【財政課】

簡易水道事業、公共下
水道事業、特定環境保
全公共下水道事業、農
業集落排水事業の4会計
を法適化へ移行する。

法適公営企業の黒字化
を目指す。

法適公営企業の経営状況の把握と健全化計
画策定支援。

37

最終完了年度(達成目標年度) 令和

最終完了年度(達成目標年度) 令和

法適化公営企業の経営健
全化により独立採算を目
指す。

背景と必要性

2 年度

2

法適公営企業の実施計
画ヒアリング等を実施
した。平成30年度決
算では水道、工業用水
道事業、病院事業、全
て黒字となった。

今後も経営状況を把握
し、黒字化を目指す。

法適公営企業の実施計
画ヒアリング等を実施
した。平成29年度決
算では水道、工業用水
道事業は黒字、病院事
業は赤字となった。
今後も経営状況を把握
し、黒字化を目指す。

法非適公営企業の法適
化について、情報提
供・支援を実施した。

公営企業法適用に向け
て、連携していく。

法非適公営企業の法的
化について、情報提
供・支援を実施した。
公営企業法適用に向け
て、連携していく。

B

ＡA

100 100

Ａ

100

公営企業（法適）の将
来収支試算（事業の実
施計画ヒアリング）
ローリング
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（２）歳入の確保

% % % %

財政調整基金、減債基
金、合併振興基金、地
域福祉基金で債券運用
を行う
運用利子収入
18,852千円

基金一括運用利子収入
14,961千円
基金取崩しによる残高
の減少及び低金利によ
り、中長期債券、既発
債の償還年数が数年の
債券の購入を検討

Ｈ２９

2 年度

進捗状
況・実
績・効
果・未達
成理由・
改善策

進捗度

進捗評価

Ｈ３０ Ｈ３１・Ｒ１

年度別計画

日本経済は回復基調に
あるものの、杵築市に
おいては長引く景気低
迷と人口の減少によ
り、自主財源の大半を
占める市税の増収が見
込めない状況に加え、
地方交付税の一本算定
への移行に伴う縮減に
より、さらに厳しい財
政運営が予想される。
・基金　106.9億円
（うち債券34.7億円）
　※29.3.31現在

基金の一括運用を開始
する
運用利子収入
16,933千円
今後、金利の動向を注
視しながら、H28に
購入(20年債）した低
金利の債券３本を売却
したい。利子収入▲
690千円、却益収入
700千円。

財政調整基金、減債基
金、合併振興基金、地
域福祉基金で債券運用
を行う。
運用利子収入19,426
千円

令和

財政調整基金等一部の基金について、債券
による運用益の拡大を図る。

No.
取組項目

【所管(主管)課】 Ｒ２

39

公金預金の運用管
理

具体的な
活動プラ
ン(数値目
標)

【会計課】
最終完了年度(達成目標年度)

内　　　容
背景と必要性

取組の目的

財産の運用による自主
財源の確保

新たに2億円の地方債
を購入し、運用利子収
入　19,885千円を得
ることができた。
改善策として、基金の
減少と低金利市場を考
慮して、定時償還債
（20年）を購入し
た。

ＡA

新たに1億円の地方債
を購入し、運用利子収
入　19,042千円を得
ることができた。

基金の減少と低金利市
場を考慮して、定時償
還債（20年）を購入
した。次年度から、基
金の一括運用を開始す
る。

100 100

-38-



－ % 50 % % %

% % % %

Ｈ３１・Ｒ１

料金改定
住民への周知
※使用料及び手数料収
入額（予算・決算）
 446,600千円を確保

年度別計画

進捗状
況・実
績・効
果・未達
成理由・
改善策

現年度一般会計徴収率
98.60%
過年度一般会計徴収率
15.50%

現年度一般会計徴収率
98.50%
過年度一般会計徴収率
15.00%

Ｒ２

具体的な
活動プラ
ン(数値目
標)

行政財産（施設等）に
ついては、住民サービ
スの観点から管理経費
（歳出）のすべてを使
用料（歳入）で賄うと
は考えていないが、使
用料収入がかなり少な
い状況である。再度、
使用状況と管理経費、
使用料の収受を把握
し、見直しを検討する
必要がある。

取組の目的

取組項目

【財政課】

内　　　容

使用料の見直し

最終完了年度(達成目標年度)

進捗状
況・実
績・効
果・未達
成理由・
改善策

No.

No.

40

年度
進捗度

令和
進捗評価

改定後の料金で運営
※使用料及び手数料収
入額（予算・決算）
 453,200千円を確保

2

背景と必要性

①施設等管理経費の把
握による料金の改定
②施設等更新（建替え
た場合や改修した場
合）経費の把握による
新料金の設定
③消費税率改定にも対
応できる料金設定

Ｒ２

Ｈ２９

現年度一般会計徴収率
98.80%
過年度一般会計徴収率
16.50%

現年度一般会計徴収率
98.70%
過年度一般会計徴収率
16.00%

令和
進捗度

現年徴収率98.61％
過年度徴収率16.87％
引き続き徴収率の向上
を行う。

取組項目 年度別計画

【所管(主管)課】 Ｈ２９ Ｈ３０

　地方交付税の一本算定
への移行による縮減でか
なりの財源が減額される
中で、税収の確実な確保
が必要とされる。
　また、27年度までは全
国の平均的な徴収率が基
準財政収入額の算定に反
映されていたが、28年度
から上位3分の1の地方自
治体が達成している徴収
率により基準財政収入額
の算定に反映されること
から、現年度を中心とし
て税収の確保が必要とな
る。

背景と必要性

進捗評価

Ｈ３１・Ｒ１

現年徴収率
98.66％
過年度徴収率
19.91％

引き続き徴収率の向上
を目指す。

Ｈ３０

①各施設ごとの管理経費、更新経費を算定

②使用状況の調査、見込の推計（利用者
数、収入金額、単価）

③料金を見直した場合の収支試算

内　　　容

【税務課】

税収の確保

具体的な
活動プラ
ン(数値目
標)

取組の目的

最終完了年度(達成目標年度)

41

【所管(主管)課】

安定的な財源の確保
（現年度一般会計徴収
率98.8％）2

・口座振替の推進

・督促状による納期限１０日以降後の滞納
処分を早期着手する。

・職員の自治大学（徴収コースへ研修派遣
をし、徴収の専門的ノウハウを持つ職員を
育成する。

年度

（当年度決算額）
使用料及び手数料収入
額　464,721千円
消費税率の引上げに伴
う使用料の見直しを
行った。

使用料の算定に係る統
一的基準を策定し、使
用料の改定を行う。

（当年度決算額）
使用料及び手数料収入
額　453,972千円
改善策としては、消費
税法の改正を見据えな
がら、各施設の管理経
費を把握し、見直しを
行う。

各施設の更新経費を把
握
使用状況調査のローリ
ングと今後の推計
新料金の設定、見直し
た場合の収支試算
※使用料及び手数料収
入額（予算・決算）
 440,000千円を維持

各施設の管理経費を把
握
使用状況を調査
※使用料及び手数料収
入額（予算・決算）
  440,000千円を維
持

ＡA

ＢC

100 100
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50 % % % %
2

１．マニュアルの徹底
を図り、現年度徴収率
98%以上、過年度
（H28年度分）の徴
収率90%以上を目指
す。
２．過年度のうち、
H25年以前の滞納額
で焦げ付いているもの
については不納欠損処
理を行う。

○ケーブルテレビ使用料
及び、番組表売上収入の
未収金対策
ケーブルテレビ使用料
は、開設当時（H１６年
度）から平成１９年度ま
では高い使用料徴収率を
保っていたが、H20年度
から未収金が増えたた
め、滞納者への対応等を
見直し特別徴収対策を行
い一定の成果を上げた。
しかし、平成24年度よ
り、滞納者への対応不備
から再び未収金が増え、
平成26年度には未収金が
1,000万円を超えること
となった。
使用料等の収入確保は、
財政上のみならず、市民
間の負担公平性の観点か
らも必要不可欠な課題で
ある。よって、平成２９
年度より未収金の解消に
向け更なる対策を講じる
こととする。

進捗評価

進捗状
況・実
績・効
果・未達
成理由・
改善策

進捗度

未収金の対策

ケーブルテレビ使
用料

No.
取組項目

内　　　容
背景と必要性 年度別計画

Ｈ２９【所管(主管)課】 取組の目的 Ｈ３１・Ｒ１ Ｒ２Ｈ３０

徴収率については達成
できた。
不納欠損処理について
は、総務課と協議のう
え、次年度以降に対応
することとした。
他課との協議調整を図
り、処理の適正化を図
る。

使用料の徴収率を現年
度分９８％以上、過年
度分については、前年
滞納額の９０％以上の
徴収率を目標とし歳入
の確保を目指す。

最終完了年度(達成目標年度) 令和 年度

平成29年度から使用料等徴収業務を第3セ
クターの杵築市総合振興センターへ委託
し、基本マニュアルの徹底を図る。具体的
な滞納者への対応として、催告（電話・訪
問等含む）、支払計画作成や停波を行い、
新たな未収金の発生を防ぐ。過年度分につ
いては、基本的な取組に加え、徴収が困難
なものについて整理し、不納欠損の手続を
検討する。

徴収率については達成
できた。
不納欠損処理について
は、総務課の協力によ
り、議会での債権放棄
まで進んだ。

今後も委託先の総合振
興センターと協議を行
いつつ、徴収率の維持
を目指す。

【秘書広報課】

１．マニュアルの徹底
を図り、現年度徴収率
98%以上、過年度
（H29年度分）の徴
収率90%以上を目指
す。
２．過年度のうち、
H26年以前の滞納額
で焦げ付いているもの
については不納欠損処
理を行う。

１．マニュアルの徹底
を図り、現年度徴収率
98%以上、過年度
（H30年度分）の徴
収率90%以上を目指
す。
２．過年度のうち、
H27年以前の滞納額
で焦げ付いているもの
については不納欠損処
理を行う。

１．マニュアルの徹底
を図り、現年度徴収率
98%以上、過年度
（H31年度分）の徴
収率90%以上を目指
す。
２．過年度のうち、
H28年以前の滞納額
で焦げ付いているもの
については不納欠損処
理を行う。
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①

具体的な
活動プラ
ン(数値目
標)

ＡB

100
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% % % %

99 % 99 % % %
2 年度

安定的な財源の確保
（現年度（国保会計）
収納率95.50％）

具体的な
活動プラ
ン(数値目
標)

進捗度

国民健康保険税・介護
保険料・後期高齢者医
療保険料ともに、一般
税と同様に税・料の安
定的な収入を確保でき
なければ、保険事業が
不安定となる。
また、国民健康保険に
ついては平成30年度か
ら事業運営が大分県に
一本化されることか
ら、各自治体での収納
率の向上を促されるこ
とも考えられる。

具体的な
活動プラ
ン(数値目
標)

B

【所管(主管)課】

取組の目的

未収金の対策

国民健康保険税

一般会計滞納繰越金
　　2億６千万円以下

一般会計滞納繰越金
　　2億９千万円以下

Ｈ３０

進捗度

進捗評価

現年度国保会計徴収率
93.50%
過年度国保会計徴収率
16.25%

一般会計滞納繰越金を
1億9千万円以下に

一般会計滞納繰越金を
2億円以下に

進捗状
況・実
績・効
果・未達
成理由・
改善策

進捗状
況・実
績・効
果・未達
成理由・
改善策

年度
【税務課】 Ａ

Ｈ３１・Ｒ１

現年度国保会計徴収率
94.00%
過年度国保会計徴収率
16.50%

27年度一般会計現年収
納率は98.06％で、県
下14市中12位である
が、滞納繰越額が3億
4,600万円あり、現年
及び滞納繰越分を併せ
た収納率は、85.8％と
低迷している。
全体的な収納率を上げ
ていくためには、一番
に滞納繰越額を圧縮し
ていかなければならな
い。

一般会計滞納繰越額を2
億円を下回ること。

内　　　容

未収金の対策

一般会計

【所管(主管)課】

【税務課】

・口座振替の推進
・督促状による納期限10日以降後の滞納処
分を早期に着手する。
・職員を自治大学（徴収コース）へ研修派
遣し、徴収の専門的ノウハウを持つ職員を
育成する。
・資格担当・事業担当課と情報の共有を図
ることで、滞納の圧縮を図る。

進捗評価
2

Ｒ２Ｈ３１・Ｒ１
No.

取組項目 背景と必要性

取組の目的

最終完了年度(達成目標年度)

Ｈ２９ Ｈ３０

Ｈ２９

最終完了年度(達成目標年度) 令和

令和

現年度国保会計徴収率
94.50%
過年度国保会計徴収率
16.75%

現年度国保会計徴収率
95.00%
過年度国保会計徴収率
17.00%

No.
取組項目

内　　　容
背景と必要性 年度別計画

42

③

Ｒ２

100

・執行停止処分の基準を再検討

・実態調査を徹底的に行い、差押えを積極
的に行っていくが、担税力がない者につい
ては執行停止処分を早期に行う。

・職員を自治大学（徴収コース）へ研修派
遣し、徴収ノウハウを持つ専門的職員を育
成する。

42

②

現年徴収率93.55％、
過年徴収率17.83％と
現年分において昨年度
に引き続き目標達成で
きなかった。【原因】
一般税を優先した結果
と考えられる。

現年度分につき処分の
強化を図る。

現年徴収率93.06％、
過年徴収率17.50％と
現年において目標達成
できなかった。【原
因】一般税を優先した
結果と考えられる。
国保税について、徴収
の強化を図る。

滞繰額はＨ30実績で
2億円強と目標を大き
く下回り、順調に推移
している。

引き続き、滞納繰越額
の圧縮に努める。

A

Ｂ

滞繰額はＨ29実績で
2億5千万円を下回っ
たことから、順調に推
移している。
引き続き、滞納繰越額
の圧縮に努める。

100

年度別計画
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99 % 99 % % %

99 % 99 % % %

【税務課】

現年徴収率99.17％、
過年度徴収率18.42％
と過年度分について目
標達成できていない。
【原因】特別徴収でき
ない過年分について徴
収強化が図れなかっ
た。

介護保険料の特に過年
分についても、徴収強
化を図る。

現年度介護会計徴収率
99.15%
過年度介護会計徴収率
19.25%

現年度後期会計徴収率
99.75%
過年度後期会計徴収率
19.10%

進捗状
況・実
績・効
果・未達
成理由・
改善策

未収金の対策

後期高齢者医療保
険料

・口座振替の推進
・督促状による納期限10日以降後の滞納処
分を早期に着手する。
・職員を自治大学（徴収コース）へ研修派
遣し、徴収の専門的ノウハウを持つ職員を
育成する。
・資格担当・事業担当課と情報の共有を図
ることで、滞納の圧縮を図る。

No.

背景と必要性

国民健康保険税・介護
保険料・後期高齢者医
療保険料ともに、一般
税と同様に税・料の安
定的な収入を確保でき
なければ、保険事業が
不安定となる。
また、後期高齢者医療
保険料については、そ
の殆どが年金からの天
引き（年金特徴）であ
ることから、一部の普
通徴収分を重点的に徴
収する必要がある。

取組項目
内　　　容

背景と必要性 年度別計画

【所管(主管)課】 取組の目的 Ｈ３０ Ｈ３１・Ｒ１ Ｒ２

進捗度

現年度徴収率
99.49％、過年度徴収
率50.03％と現年分に
ついて目標を達成でき
なかった。【原因】一
般税を優先したため。

後期高齢者医療保険料
についても、引き続き
徴収の強化を図る。

現年度後期会計徴収率
99.85%
過年度後期会計徴収率
19.20%

具体的な
活動プラ
ン(数値目
標)

現年度後期会計徴収率
99.70%
過年度後期会計徴収率
19.00%

年度

現年度後期会計徴収率
99.80%
過年度後期会計徴収率
19.15%

Ｂ進捗評価

現年度徴収率
99.64％、過年度徴収
率13.27％といずれも
目標を達成できなかっ
た。【原因】一般税を
優先したため。
後期高齢者医療保険料
についても、引き続き
徴収の強化を図る。

No.
取組項目

内　　　容

42

⑤

安定的な財源の確保
（現年度（後期会計）
収納率99.85％）

最終完了年度(達成目標年度) 令和 2

【所管(主管)課】

年度

Ｒ２

現年度介護会計徴収率
99.50%
過年度介護会計徴収率
19.50%

現年度介護会計徴収率
99.75%
過年度介護会計徴収率
19.75%

取組の目的 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１・Ｒ１

具体的な
活動プラ
ン(数値目
標)

現年度介護会計徴収率
99.00%
過年度介護会計徴収率
19.00%

国民健康保険税・介護
保険料・後期高齢者医
療保険料ともに、一般
税と同様に税・料の安
定的な収入を確保でき
なければ、保険事業が
不安定となる。
また、介護保険料につ
いては、その殆どが年
金からの天引き（年金
特徴）であることか
ら、一部の普通徴収分
を重点的に徴収する必
要がある。

最終完了年度(達成目標年度)
ＢB進捗評価

令和 2

安定的な財源の確保
（現年度（介護会計）
収納率99.75％）

進捗状
況・実
績・効
果・未達
成理由・
改善策

42

④

【税務課】

進捗度

現年徴収率98.92％、
過年度徴収率17.59％
と過年度分について目
標達成できていない。
【原因】特別徴収でき
ない過年分について徴
収強化が図れなかっ
た。
介護保険料の特に過年
分についても、徴収強
化を図る。

未収金の対策

介護保険料

・口座振替の推進
・督促状による納期限10日以降後の滞納処
分を早期に着手する。
・職員を自治大学（徴収コース）へ研修派
遣し、徴収の専門的ノウハウを持つ職員を
育成する。
・資格担当・事業担当課と情報の共有を図
ることで、滞納の圧縮を図る。

年度別計画

B

Ｈ２９
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50 % 50 % % %

・転出した返還対象者
に対し9月13日に通
知文書を送付したが、
反応はなかった。
・対象者のうち市内居
住者（全1名）につい
ては、所得状況等調査
したところ、現在も無
職で、以前の交渉記録
（母親に扶養されてい
る状況）から変わって
いないと推測されたた
め、通知、訪問は行わ
なかった。また、この
事案については5年時
効を迎えた為、年度末
に不納欠損処理を行っ
た。
・窓口での制度説明の
徹底、ケーブルテレビ
等での広報、保険者間
による調整等により、
新規の未収事案は今の
ところ確認されていな
い。
返納金の受入れは難し
い状況。
新規対象者が出ないよ
う、今後も制度の周知
徹底に努める。

・9月末までに対象者へ
返還通知文書を送付。
応答がない市内居住者
に対しては訪問し返還
を求める。
・窓口対応において、
国保資格喪失者へ対す
る受診状況の聞き取り
と制度説明の徹底を図
る。
・市報等での広報を
（異動が多い年度末【3
月号】に掲載予定）
・目標回収率 ：　50％
　新規対象者発生：0件

Ｒ２

・窓口対応において、
国保資格喪失者へ対す
る受診状況の聞き取り
と制度説明の徹底を図
る。
・市報等での広報（異
動が多い年度 末【3月
号】に掲載予定）
・目標　新規対象者発
生：0件

Ｈ３１・Ｒ１

令和

【所管(主管)課】 取組の目的 Ｈ３０

未収金の対策

一般被保険者返納
金

・6月末までに対象者へ
返還通知文書を送付。
・窓口対応において、
国保資格喪失者へ対す
る受診状況の聞き取り
と制度説明の徹底を図
る。
・市報等での広報を
（異動が多い年度末【3
月
　号】に掲載予定）
・目標回収率：100％
　新規対象者発生：0件

2

進捗状
況・実
績・効
果・未達
成理由・
改善策

年度

対象者へ制度の説明を再度行い、返還を促
すとともに、今後新規対象者が出ないよう
国保窓口での説明や、広報誌などを利用し
て制度の周知に努める。

不当利得により保険給
付を受けた者に対し、
保険者として返還を求
めるもの。
（根拠法令：民法第７
０３条）

具体的な
活動プラ
ン(数値目
標)

最終完了年度(達成目標年度)
進捗度

No.
取組項目

内　　　容
背景と必要性 年度別計画

・不当利得による返還
金の全額回収
・国保制度内容の周知

42

⑥

【市民課】 進捗評価

・昨年同様、返還対象
者に６月２９日に通知
文を送付したが、納付
なし。
・１１月１６日に未収
金となっていたすべて
の案件（対象者３名）
に時効（地方自治法第
２３６条第１項）が成
立したため、１２月５
日に不納欠損処理を
行った。
・窓口での制度説明の
徹底、ケーブルテレビ
等での広報、保険者間
による調整等により、
新規の未収事案は今の
ところ確認されていな
い。

新規対象者が出ないよ
う、今後も制度の周知
徹底に努める。

ＢB

・窓口対応において、
国保資格喪失者へ対す
る受診状況の聞き取り
と制度説明の徹底を図
る。
・市報等での広報（異
動が多い年度末【3月
号】に掲載予定）
・目標　新規対象者発
生：0件

Ｈ２９
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% 100 % % %

91 % 99 % % %

過年、現年度ともに収
納率向上対策を図り、
未収金の解消を目指
す。

背景と必要性 年度別計画

　収納率
現年99％、過年20％

Ｈ３２Ｈ２９

徐々に解消しつつあ
る。
前年度比88.2%に減
（現年＋過年）

現状の取組を継続す
る。

徐々に解消しつつあ
る。
前年度比71%に減
（現年＋過年）
現状の取組を継続す
る。

進捗状
況・実
績・効
果・未達
成理由・
改善策

未収金の対策

汚水処理場使用料

「平尾台汚水処理場使用料徴収事務委託に
関する協定書」（以下「協定書」とい
う。）に基づき、委託先である杵築市水道
事業（担当課：上下水道課）へ徴収の強化
を依頼する。

平尾台汚水処理施設の
恒常的な設備維持管理
のためには利用者から
の処理場使用料収入の
確保は重要であり、利
用者負担の公平性を保
つために積極的に取り
組む必要がある。

具体的な
活動プラ
ン(数値目
標)

取組の目的

42

⑦

内　　　容
背景と必要性 年度別計画

協定書に基づき、委託
先である杵築市水道事
業（担当課：上下水道
課）による徴収強化を
図る。

2

協定書に基づき、委託
先である杵築市水道事
業（担当課：上下水道
課）による徴収強化を
図る。

Ｈ３０ Ｈ３１

協定書に基づき、委託
先である杵築市水道事
業（担当課：上下水道
課）による徴収強化を
図る。

No.
取組項目

内　　　容

【生活環境課】

No.
取組項目

【所管(主管)課】

最終完了年度(達成目標年度) 令和 年度

【所管(主管)課】 取組の目的 Ｈ２９ Ｈ３０

進捗度

Ｒ２

進捗評価

42

⑧

未収金の対策

水道料金

給水停止（２ヶ月未納者）の徹底。
分納誓約者の納付徹底、催告書送付、電話
連絡による徴収強化。
不納欠損の精査。

今後、給水人口の減少
や施設老朽化等により
水道事業経営の悪化が
懸念される中、安定経
営に寄与する未収金対
策の徹底が必要となっ
ている。
【収納率】
・Ｈ27年度：
現年97.82％、
384,242,930円
過年17.23％、
7,724,490円
・Ｈ28年度：
現年98.44％、
388,997,210円
過年15.49％、
7,040,110円

具体的な
活動プラ
ン(数値目
標)

　収納率
現年99％、過年20％

進捗状
況・実
績・効
果・未達
成理由・
改善策

収納率の向上。特に現
年分については１０
０％の徴収率に近づけ
るため、最低限９９％
以上の徴収率を目指
す。

最終完了年度(達成目標年度) 令和 2 年度
進捗度

【上下水道課】 進捗評価

収納率
現年　98.41％、過年
17.58％

引き続き滞納者へ文書
や電話等による督促を
行うとともに、給水停
止措置の厳格化を図
る。

収納率
現年　98.56％、過年
18.04％
滞納者へ文書や電話等
による督促を行う。

Ｈ３１・Ｒ１

ＡA

　収納率
現年99％、過年20％

Ｂ

　収納率
現年99％、過年20％

協定書に基づき、委託
先である杵築市水道事
業（担当課：上下水道
課）による徴収強化を
図る。

100

B

-44-



95 % % % %

98 % % % %

No.
取組項目

内　　　容
背景と必要性 年度別計画

【所管(主管)課】 取組の目的 Ｈ２９

42

⑨

未収金の対策

簡易水道使用料

給水停止（２ヶ月未納者）の徹底。
分納誓約者の納付徹底、催告書送付、電話
連絡による徴収強化。
不納欠損の精査。

今後、給水人口の減少や
施設老朽化等により水道
事業経営の悪化が懸念さ
れる中、安定経営に寄与
する未収金対策の徹底が
必要となっている。
【収納率】
Ｈ27年度：
　　現年98.49％、
54,575,550円
　　過年19.02％、
403,460円
（４月末決算に変更）
Ｈ28年度：
　　現年98.77％、
55,320,560円
　　過年26.44％、
677,530円
（4月末決算、コンビニ
収納開始→繰越収納発生)

具体的な
活動プラ
ン(数値目
標)

収納率
現年99％、過年25％

収納率の向上。特に現
年分については１０
０％の徴収率に近づけ
るため、最低限９９％
以上の徴収率を目指
す。

最終完了年度(達成目標年度) 令和 2 年度
進捗度

【上下水道課】 進捗評価

42

⑩

未収金の対策

農業集落排水施設
使用料

分納誓約者の納付徹底、催告書送付、電話
連絡による徴収強化。

農業集落排水事業の安定
経営に寄与するため、使
用料の未収金対策を行う
必要がある。
【農集使用料収納率】
27年度：現年98.79％
            過年56.49％
　　　　（4月末決算）
28年度：現年98.80％
            過年69.89％
（4月末決算、コンビニ
収納開始のため翌年度へ
の繰越収納発生）

具体的な
活動プラ
ン(数値目
標)

収納率
現年99.05％、過年
80.05％

徴収事務委託先の上水
道管理係との連携を強
化し、文書や電話等に
よる督促を行う。

収納率
現年99％、過年82％

進捗状
況・実
績・効
果・未達
成理由・
改善策

収納率の向上（特に現
年分）

最終完了年度(達成目標年度) 令和 2 年度
進捗度

【上下水道課】 進捗評価

No.
取組項目

内　　　容
背景と必要性 年度別計画

【所管(主管)課】 Ｒ２取組の目的 Ｈ３０ Ｈ３１・Ｒ１

Ｈ３１・Ｒ１

　収納率
　現年99％、過年
30％

Ｒ２

収納率
現年99％、過年25％

　収納率
　現年99％、過年
30％

Ｈ３０

Ａ

収納率
現年99.02％、過年
30.90％

引き続き滞納者へ文書
や電話等による督促を
行うとともに、給水停
止措置の厳格化を図
る。

Ａ

収納率
現年99％、過年82％

B

収納率
現年98.49％、過年
78.74％
徴収事務委託先の上水
道管理係との連携を強
化し、文書や電話等に
よる督促を行う。

B

Ｈ２９

収納率
現年99％、過年61％

収納率
現年98.58％、過年
22.51％
滞納者へ文書や電話等
による督促を行う。

100

100

収納率
現年99％、過年61％

進捗状
況・実
績・効
果・未達
成理由・
改善策
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98 % % % %

98 % 99 % % %

事業に要する費用の一部
を負担する公共下水道受
益者負担金において、
年々未収金の額は減少し
てはいるものの、負担の
公平性を図るため未収金
対策は課題となってい
る。
　収納率
27年度 現年96.15％
　　　  過年  2.43％
28年度 現年98.99％
          過年11.25％

取組の目的

進捗度

公共下水道事業の安定
経営に寄与するため、
使用料の未収金対策を
行う必要がある。
【公共使用料収納率】
27年度
　　現年98.29％
　　過年57.50％
　　　　（4月末決算）
28年度
　　現年98.53％
　　過年64.07％
（4月末決算、コンビニ
収納開始のため翌年度
への繰越収納発生）

【上下水道課】 進捗評価

【所管(主管)課】 取組の目的

分納誓約者の納付徹底、催告書送付、電話
連絡による徴収強化。

具体的な
活動プラ
ン(数値目
標)

No.
取組項目

内　　　容
背景と必要性 年度別計画

【所管(主管)課】 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１・Ｒ１ Ｒ２

42

⑪

未収金の対策

公共下水道事業受
益者負担金

理解されにくい下水道事業に対し訪問によ
り理解を促し、分納誓約若しくは徴収猶予
などにより不納欠損を防ぐ。また電話、文
書などで納付忘れを防ぐ。

具体的な
活動プラ
ン(数値目
標)

現年度及び前年度滞納
者に対して電話、文書
にて納付忘れを防ぐ。
過年度滞納者に対して
は訪問により理解を求
めた後、納付、分納誓
約、徴収猶予の検討を
行う。

現年度及び前年度滞納
者に対して電話、文書
にて納付忘れを防ぐ。
過年度滞納者に対して
は訪問により理解を求
めた後、納付、分納誓
約、徴収猶予の検討を
行う。

令和17年度事業完了まで
は新たな負担金が発生し
続けるが、平成28年度実
績を基に現年度分は98％
の収納率、過年度分にお
いては10％の収納率を維
持する。

収納率　現年95.99％
過年19.62％
過年の収納率について
は訪問により前年を上
回る19.62％を達成出
来たが、現年について
は連絡が取れない未納
者がおり、目標の
98％に届かなかっ
た。
時間外の連絡・訪問を
行い収納率を向上す
る。

現年度及び前年度滞納
者に対して電話、文書
にて納付忘れを防ぐ。
過年度滞納者に対して
は訪問により理解を求
めた後、納付、分納誓
約、徴収猶予の検討を
行う。

最終完了年度(達成目標年度)

現年度及び前年度滞納
者に対して電話、文書
にて納付忘れを防ぐ。
過年度滞納者に対して
は訪問により理解を求
めた後、納付、分納誓
約、徴収猶予の検討を
行う。

進捗状
況・実
績・効
果・未達
成理由・
改善策

令和 2 年度
進捗度 100

Ｈ２９ Ｈ３０

【上下水道課】 進捗評価

最終完了年度(達成目標年度) 令和 2 年度

進捗状
況・実
績・効
果・未達
成理由・
改善策

未収金の対策

公共下水道使用料

No.
取組項目

内　　　容
背景と必要性 年度別計画

42

⑫

収納率
現年99％、過年63％

収納率の向上（特に現
年分）

Ｒ２

収納率
現年99％、過年70％

収納率　現年98.74％
過年12.94％
現年収納率は昨年を上
回る数値を達成。目標
に対する割合は
100％を超えた。過
年分も目標は達成。引
き続き訪問等を行い、
収納率の維持・向上を
目指す。

時間外の連絡・訪問を
行い収納率を向上す
る。

収納率
現年99％、過年70％

Ｈ３１・Ｒ１

収納率
現年98.80％、過年
68.35％

徴収事務委託先の上水
道管理係との連携を強
化し、文書や電話等に
よる督促を行う。

B

ＡB

収納率
現年98.79％、過年
66.58％
徴収事務委託先の上水
道管理係との連携を強
化し、文書や電話等に
よる督促を行う。

収納率
現年99％、過年63％

Ｂ
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% % % %

98 % % % %

特定環境保全公共下水道
事業の安定経営に寄与す
るため、使用料の未収金
対策を行う必要がある。
【特環使用料収納率】
27年度：
　現年99.06％
　過年68.90％
　　　（4月末決算）
28年度：
　現年98.79％
　過年74.85％（4月末
　決算、コンビニ収納開
　始のため翌年度への繰
　越収納発生）

【所管(主管)課】 取組の目的

【上下水道課】 進捗評価
最終完了年度(達成目標年度) 令和 2 年度

【所管(主管)課】 取組の目的 Ｈ２９ Ｈ３０

2 年度

事業完了に伴い新たな分
担金は新規加入者のみと
なったが、過年度分につ
いては固定化しつつあ
る。現年度については
100％の納付率を目指
し、過年度については毎
年度少額でも納付を促
し、令和2年度までに滞
納額を減少させる。

進捗度

事業に要する費用の一
部を負担する特定環境
保全公共下水道事業受
益者分担金において、
負担の公平性を図るた
め未収金対策は課題と
なっている。
収納率
27年度
　　　現年96.38％
　　　過年  7.69％
28年度
　　　現年100.％
　　　過年0.00％

具体的な
活動プラ
ン(数値目
標)

現年度については
100％の納付を行
う。
過年度については少額
でも納付を促す。

進捗状
況・実
績・効
果・未達
成理由・
改善策

No.
取組項目

内　　　容
背景と必要性 年度別計画

No.
取組項目

内　　　容
背景と必要性 年度別計画

収納率
現年99％、過年67％

42

⑭

具体的な
活動プラ
ン(数値目
標)

収納率
現年99％、過年78％

令和

未収金の対策

特定環境保全公共
下水道事業受益者
分担金

現年度の収納率は高いが、過年度について
は支払いの意思はあるが支払い能力が低い
のが現状であり、少額でも納付を促す。

Ｈ３０ Ｈ３１・Ｒ１Ｈ２９

【上下水道課】 進捗評価 A

42

⑬

最終完了年度(達成目標年度)

収納率
現年99％、過年67％

収納率　現年100％
過年18.24％
現年度は数値目標の
100％を達成。過年
度は分割納付等の計画
を立て前年を上回る収
納率を達成出来た。
今後も継続した取り組
みにより収納率を維持
する。

未収金の対策

特定環境保全公共
下水道使用料

分納誓約者の納付徹底、催告書送付、電話
連絡による徴収強化。

収納率の向上（特に現
年分）

収納率
現年98.77％、過年
77.34％
徴収事務委託先の上水
道管理係との連携を強
化し、文書や電話等に
よる督促を行う。

進捗状
況・実
績・効
果・未達
成理由・
改善策

収納率
現年99.15％、過年
75.27％

徴収事務委託先の上水
道管理係との連携を強
化し、文書や電話等に
よる督促を行う。

進捗度

Ａ

Ｒ２

現年度については
100％の納付を行
う。
過年度については少額
でも納付を促す。

現年度については
100％の納付を行
う。
過年度については少額
でも納付を促す。

現年度については
100％の納付を行
う。
過年度については少額
でも納付を促す。

Ｈ３１・Ｒ１

Ｒ２

100

収納率　現年100％
過年49.54％
現年度は昨年度に引き
続き100％を達成。
過年度については、昨
年度の数値を上回っ
た。引き続き、滞納分
の整理を行う。

今後も継続した取り組
みにより収納率を維持
する。

Ａ

収納率
現年99％、過年78％

B

100

100
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50 % - % % %

50 % - % % %

家畜診療手数料
０円

取組の目的 Ｈ２９

・本年度に未収金の回
収は進まなかった。
・権利放棄による不納
欠損処理を行った。
３件　７４，６００円

・未収金回収のお願い
文章発送
・電話連絡
・自宅訪問

No.
取組項目

内　　　容
背景と必要性 年度別計画

家畜診療手数料
０円

【所管(主管)課】 Ｈ３０ Ｈ３１・Ｒ１

42

⑮

未収金の対策

家畜診療手数料

・未収金回収のお願い文書発送
・電話連絡
・回収不能債権の事務処理

具体的な
活動プラ
ン(数値目
標)

家畜診療手数料
355,315円

お願い文書の発送及び
電話連絡

行方不明者及び自己破
産者も多いため、平成
30年度中に最終確認
として自宅訪問を行
い、現状確認をした
後、回収不可能と判断
した案件については不
納欠損処理を行う。
家畜診療手数料 ０円

進捗状
況・実
績・効
果・未達
成理由・
改善策

最終完了年度(達成目標年度) 令和

家畜診療手数料が未納
となっている。市民間
の負担公平性の観点か
らも、未収金の解消に
向けた対策が必要であ
る。

2 年度
進捗度

債務者の高齢化や経済
環境の悪化等により回
収が困難となっている
が未収金をなくすこと
を目的とする。

【農林課】 進捗評価

No.
取組項目

内　　　容
背景と必要性 年度別計画

【所管(主管)課】 取組の目的 Ｈ２９

42

⑯

未収金の対策

畜産基地建設事業
参加農家負担金

・未収金回収のお願い文書発送
・電話連絡
・回収不能債権の事務処理

負担金が未償還となっ
ている。
市民間の負担公平性の
観点からも、未収金の
解消に向けた対策が必
要である。

具体的な
活動プラ
ン(数値目
標)

畜産基地建設事業参加
農家負担金
80,783,960円

お願い文書の発送及び
電話連絡

進捗状
況・実
績・効
果・未達
成理由・
改善策

最終完了年度(達成目標年度) 令和 2 年度
進捗度

Ｒ２

畜産基地建設事業参加
農家負担金
0円

畜産基地建設事業参加
農家負担金
0円

・本年度に未収金の回
収は進まなかった。

・未収金回収のお願い
文章発送
・電話連絡
・自宅訪問

・本年度に未収金の回
収は進まなかった。
〔改善策〕
・未収金回収のお願い
文章発送
・電話連絡
・自宅訪問

行方不明者及び自己破
産者も多いため、平成
30年度中に最終確認
として自宅訪問を行
い、現状確認をした
後、回収不可能と判断
した案件については不
納欠損処理を行う。
畜産基地建設事業参加
農家負担金 0円

【農林課】 進捗評価

債務者の高齢化や経済
環境の悪化等により回
収が困難となっている
が未収金をなくすこと
を目的とする。

Ｒ２

Ｈ３０ Ｈ３１・Ｒ１

CB

CB

・本年度に未収金の回
収は進まなかった。
〔改善策〕
・未収金回収のお願い
文章発送
・電話連絡
・自宅訪問
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50 % - % % %

25 % % % %

No.
取組項目

内　　　容
背景と必要性 年度別計画

【所管(主管)課】 取組の目的

42

⑰

未収金の対策

基礎牛貸付雌牛返
納金

・未収金回収のお願い文書発送
・電話連絡
・回収不能債権の事務処理

負担金が未納となって
いる。
市民間の負担公平性の
観点からも、未収金の
解消に向けた対策が必
要である。

具体的な
活動プラ
ン(数値目
標)

基礎牛貸付雌牛返納金
35,000円

お願い文書の発送及び
電話連絡

進捗状
況・実
績・効
果・未達
成理由・
改善策債務者の高齢化や経済

環境の悪化等により回
収が困難となっている
が未収金をなくすこと
を目的とする。最終完了年度(達成目標年度) 令和 2 年度

進捗度

【農林課】 進捗評価

No.
取組項目

内　　　容
背景と必要性 年度別計画

42

⑱

未収金の対策

市営住宅使用料

市営住宅の管理及び使用料徴収を大分県住
宅供給公社にＨ２７年度１０月から委託し
ている。平成28年度から協定上の目標値を
設定し（97％以上。翌年度は98％以
上。）住宅供給公社による徴収率アップを
図っており、督促状、催告書、納付相談、
分納計画、訪問徴収などを行う。改善の見
込めない悪質滞納者については、法的措置
を実施する。

公営住宅は低所得者向け
の受け皿であり、滞納者
数、金額共に増加傾向に
ある。滞納理由として、
すでに市税、水道料の滞
納が有り、住宅使用料ま
で回らず滞納している者
が増えている。しかしな
がら、公営住宅の管理の
適正化の観点から、家賃
収入を確保し、入居者間
の公平性を確保するため
滞納家賃の徴収対策を推
進する必要がある。

公営住宅の管理の適正化
の観点から、家賃収入を
確保し、入居者間の公平
性を確保する。現年度徴
収率９８％以上を目指
し、過年度滞納額を増加
させないことを目標とす
る。(現年徴収率９８％、
過年度滞納額減少を目標
値とする。)

最終完了年度(達成目標年度) 令和 2 年度
【建設課】

Ｈ３１・Ｒ１ Ｒ２

現年度滞納者について
は、納期を過ぎた入居
者に督促状を発送す
る。さらに電話催促、
訪問徴収を行い収納率
９９％以上を目指す。
過年度者滞納者につい
ては、催告書の送付、
納付相談、分納計画、
訪問徴収などを行い滞
納額の減少を図る。悪
質滞納者については、
法的措置を実施する。

現年度滞納者について
は、納期を過ぎた入居
者に督促状を発送す
る。さらに電話催促、
訪問徴収を行い収納率
９９％以上を目指す。
過年度者滞納者につい
ては、催告書の送付、
納付相談、分納計画、
訪問徴収などを行い滞
納額の減少を図る。悪
質滞納者については、
法的措置を実施する。

【所管(主管)課】 取組の目的 Ｈ２９

現年度滞納者について
は、納期を過ぎた入居
者に督促状を発送す
る。さらに電話催促、
訪問徴収を行い収納率
９８％以上を目指す。
過年度者滞納者につい
ては、催告書の送付、
納付相談、分納計画、
訪問徴収などを行い滞
納額の減少を図る。

具体的な
活動プラ
ン(数値目

標)

現年度滞納者について
は、納期を過ぎた入居
者に督促状を発送す
る。さらに電話催促、
訪問徴収を行い収納率
９９％以上を目指す。
過年度者滞納者につい
ては、催告書の送付、
納付相談、分納計画、
訪問徴収などを行い滞
納額の減少を図る。悪
質滞納者については、
法的措置を実施する。

進捗状
況・実
績・効
果・未達
成理由・
改善策

平成29年度（現年
度）の調定８６，７７
９，３００円に対し収
納額８６，３１７，７
８０円で徴収率９９．
４７％を達成した。次
年度滞納繰越額４６
１，５２０円
過年度滞納者の分納納
付、悪質滞納者には法
的措置を実施する。

進捗度

進捗評価

Ｒ２

平成30年度中に最終
確認として自宅訪問を
行い、現状確認をした
後、回収不可能と判断
した場合ついては不納
欠損処理を行う。
基礎牛貸付雌牛返納金
0円

・本年度に未収金の回
収は進まなかった。

・未収金回収のお願い
文章発送
・電話連絡
・自宅訪問

基礎牛貸付雌牛返納金
0円

C

基礎牛貸付雌牛返納金
0円

Ｈ３０

現年度徴収率
99.6%、滞納繰越額
343,700円、過年度
収納額1,597,565
円。
悪質な滞納者に対し、
明渡し訴訟を提訴。強
制退去処分となる。

引き続き回収に努め、
悪質滞納者には法的措
置を実施する。

Ａ

100

B

B

Ｈ３０ Ｈ３１・Ｒ１

・本年度に未収金の回
収は進まなかった。
〔改善策〕
・未収金回収のお願い
文章発送
・電話連絡
・自宅訪問

Ｈ２９
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25 % 25 % % %

30 % 50 % % %

No.
取組項目

内　　　容
背景と必要性 年度別計画

【所管(主管)課】 取組の目的

42

⑲

未収金の対策

住宅新築資金等貸
付金元利収入

借受人が破産又は生活保護等無資力の状態
で、且つ連帯保証人が死亡又は破産等と
なった場合に、最終的な貸倒れ額の３／４
を国及び県が補助する制度（償還推進助成
事業）がある。補助に該当するものがあれ
ば、積極的に活用していく。また、滞納分
の収納事務については、今後も、法的措置
も視野に入れた適切な回収に努める。

住宅新築資金等貸付事業
とは、歴史的社会的理由
によって、生活環境等の
安定向上が阻害されてい
る地域の住環境改善対策
の一環として、住宅の改
修や住宅新築促進のた
め、国の施策（法律）に
基づき、市（旧市町）が
必要な資金の貸付けを行
うものである。貸付事業
そのものは既に終了して
いるが、一部の借受人の
滞納があり、債権を回収
する必要がある。

具体的な
活動プラ
ン(数値目
標)

進捗状
況・実
績・効
果・未達
成理由・
改善策

借受人が、死亡、破産し
ているケースや、高齢化
や経済環境の悪化によ
り、年々債権の回収が困
難となってきているが、
現在の未回収金額をなく
すことも目的とする。最終完了年度(達成目標年度) 令和 2 年度

進捗度

Ｈ３０ Ｈ３１・Ｒ１

【建設課】 進捗評価 ＢB

取組の目的

災害援護資金貸付金
１２万円

災害援護資金貸付金
１２万円

償還の見込めない案件
について補助に該当す
るものがあれば、積極
的に活用する。
滞納分の収納事務につ
いては、今後も、法的
措置も視野に入れ適切
に回収する。

Ｒ２

Ｈ２９

償還の見込めない案件
について補助に該当す
るものがあれば、積極
的に活用する。
滞納分の収納事務につ
いては、今後も、法的
措置も視野に入れ適切
に回収する。

災害援護資金貸付金
１２万円

収納不能分の債権放棄
処理

進捗状
況・実
績・効
果・未達
成理由・
改善策

未収金の完納。
但し収納不能な債権に
関しては債権放棄を行
う。

【福祉推進課】

No.
取組項目

内　　　容
背景と必要性 年度別計画

【所管(主管)課】

進捗評価

42

⑳

未収金の対策

災害援護資金貸付
金

収納に向けた督促及び収納不能債権の債権
放棄処理。

平成9年の台風災害に伴
い貸付けを行った災害
援護資金については、
平成13年度より償還が
開始されているが、未
収金があり償還させる
必要がある。

具体的な
活動プラ
ン(数値目

標)

平成３０年度　５５，
０００円納付
収納不能分の債権放棄
に関しては平成３１年
３月議会に於いて議会
の同意取得、債権放棄
の手続きを行った。

残された債権につては
分割納付されているの
で継続する

平成２９年度　４５，
０００円納付
収納不能分の債権放棄
に関しては、全庁舎的
に調整して債権放棄の
手続きを行う。

最終完了年度(達成目標年度) 令和 2 年度
進捗度

Ｈ３０

ＢB

平成29年度の償還額
１４０，０００円と
なっており一部回収し
た。償還推進助成事業
は該当がない。
引き続き回収に努め
る。

Ｒ２

収納不能分の債権放棄
を、他課との協議調整
を図り、手続きを行
う。

災害援護資金貸付金
１２万円

平成30年度償還額１
４０，０００円。償還
推進助成事業は該当が
ない。

引き続き回収に努め
る。

償還の見込めない案件
について補助に該当す
るものがあれば、積極
的に活用する。
滞納分の収納事務につ
いては、今後も、法的
措置も視野に入れ適切
に回収する。

Ｈ３１・Ｒ１Ｈ２９

償還の見込めない案件
について補助に該当す
るものがあれば、積極
的に活用する。
滞納分の収納事務につ
いては、今後も、法的
措置も視野に入れ適切
に回収する。
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- % - % % %

94 % 79 % % %

Ｈ３０

最終完了年度(達成目標年度)

No.
取組項目

内　　　容
背景と必要性 年度別計画

【所管(主管)課】 取組の目的 Ｈ２９ Ｒ２

【福祉推進課】 進捗評価

平成３０年度納付無
し、面談の実績無

収納不能分の債権放棄
に関しては、全庁舎的
に調整したが、今回は
議会での債権放棄の対
象者とならなかった

他の収納不能債権と調
整を行い手続きを行う

42

㉑

未収金の対策

高齢者住宅整備資
金貸付事業

　督促を通じて返還義務の意識を徹底し、
分納等により計画的に未収金を減らしてい
くよう指導する。
　収納不能な債権については、調査整理を
おこない債権放棄の事務処理を進める。

　高齢者の専用居室の
増改築・改造等のため
の資金貸し付けを行っ
た高齢者住宅整備資金
について、償還が開始
されているが未収金が
ある。滞納者は３名お
り、うち１名が時効
（10年）となってい
る。

具体的な
活動プラ
ン(数値目
標)

高齢者住宅整備資金貸
付 367,452円

 滞納者への催告書の
送付、面談の実施と分
納計画作成（H29年
内）
収納不能分の債務調査
と整理（H29年内）

進捗状
況・実
績・効
果・未達
成理由・
改善策

Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１・Ｒ１

令和 2 年度
進捗度

　未収金の完納。
　但し、収納不能な債
権に関しては債権放棄
を行う。

平成２９年度納付無
し、面談の実績無

収納不能分の債権放棄
に関しては、全庁舎的
に調整して債権放棄の
手続きを行う。

新規滞納者（額）の減
少
生活保護返還金（分納
回収）　　４０万円
現年度収納率90%

新規滞納者（額）の減
少
生活保護返還金（分納
回収）　　４０万円
現年度収納率95%

進捗状
況・実
績・効
果・未達
成理由・
改善策

No.
取組項目

内　　　容
背景と必要性 年度別計画

【所管(主管)課】 取組の目的

現年度分の未収金の発
生を抑制する。
過年度分の未収金を圧
縮する。

生活保護費を上回る資
産や収入が発生、発見
し返還が生じた場合、
生活保護法の63条返還
金または78条返還金と
して回収する。滞納者
の多くは現在も生活保
護を受給しており、最
低生活費の中から限ら
れた金額を返還するの
で、回収は進まず滞納
額が増加している。
（杵築市では、生活保
護受給世帯、受給とも
増加している状況であ
る。）

Ｒ２

42

㉒

未収金の対策

生活保護費返納金

収入情報の事前把握に努めるとともに、受
給者へ返還指導により返還義務の意識を徹
底し、返還発生時には収入日（振込等）に
訪問し、早期返納を促すことで、新たな滞
納を減らす。
過年度滞納分については、分納指導等によ
り未収金を減らしていく。

具体的な
活動プラ
ン(数値目

標)

新規滞納者（額）の減
少
生活保護返還金（分納
回収）40万円
現年度収納率85%

新規滞納者（額）の減
少
生活保護返還金（分納
回収）　　４０万円
現年度収納率90%

最終完了年度(達成目標年度) 令和 2 年度
進捗度

B【福祉推進課】 進捗評価

　滞納者への催告書の
送付、面談の実施と分
納計画の履行指導

新規滞納9件（951千
円）
対前年比　件数▲
18%　金額▲44%
生活保護返還金（過年
度分納）33万円
現年度分収納率
79.8%
改善策としては、法
63条返還金が保護費
から返還可能（10月
～）となる。本制度も
活用し未収を減らして
いく。

現年滞納20件
（3,897千円）　収納
率70.7%
過年度分納収納
（443千円）
対象者の死亡と年度末
の市外施設入所者の年
金遡及の2件で300万
円が未納となり額が膨
らんだ。

催告書の定期送付と訪
問催告を行うととも
に、施設入所者につい
ては、施設とも連携し
て徴収していく。

C C

Ｂ

　滞納者への催告書の
送付、面談の実施と分
納計画の履行指導

Ｈ３１・Ｒ１

 高齢者住宅整備資金
貸付 367,452円
 
  収納不能分の債権放
棄を、他課との協議調
整を図り、手続きを行
う。
　滞納者への催告書の
送付、面談の実施と分
納計画の履行指導
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% % % %

【所管(主管)課】 取組の目的 Ｈ２９

Ａ

過年度分については、
再督促状の送付や納入
相談を推進、児童手当
からの徴収などを行
い、未収金額の減少を
目指す。併せて、滞納
者に行方不明などもい
るため、現状等の再確
認を行った後、回収不
能と判断した案件につ
いては、時効成立後に
不納欠損処理を行う。
現年度分については、
早期相談などの対応を
行い、未収金とならな
いよう徴収率100%を
目指す。

No.
取組項目

内　　　容
背景と必要性 年度別計画

Ｈ３０ Ｈ３１・Ｒ１ Ｒ２

　左記の「具体的な活
動プラン」の内容どお
りに実施することがで
き、過年度分の一部6
件107,500円、現年
度分の全1,039件
19,291,640円を徴
収することができた。

過年度は令和元年で時
効を迎えるものが多
く、不納欠損処理（過
年度1,672千円中、
1,338千円）を行う。

過年度分については、
再督促状の送付や納入
相談を推進、児童手当
からの徴収などを行
い、未収金額の減少を
目指す。併せて、滞納
者に行方不明などもい
るため、現状等の再確
認を行った後、回収不
能と判断した案件につ
いては、時効成立後に
不納欠損処理を行う。
現年度分については、
早期相談などの対応を
行い、未収金とならな
いよう徴収率100%を
目指す。42

㉓

未収金の対策

児童保護措置費負
担金（保育料）

①督促状及び再督促状の送付
②戸別訪問や電話等による納入相談や徴収
③児童手当からの徴収

児童保護措置費負担金
（保育料）は、保育施
設等における利用者負
担金であり、世帯の市
民税の課税状況と児童
の年齢等により額の決
定を行っているが、世
帯における家計の都合
等による理由で納入が
滞り、未収債権となっ
ている。

具体的な
活動プラ
ン(数値目
標)

過年度分については、
再督促状の送付や納入
相談を推進、児童手当
からの徴収などを行
い、未収金額の減少を
目指す。
現年度分については、
早期相談などの対応を
行い、未収金とならな
いよう徴収率100%を
目指す。

「具体的な活動プラ
ン」の内容どおりに実
施することができ、過
年度分の一部18件
354,250円、現年度
分の全て1,002件
18,290,510円を徴
収することができた。

100

進捗状
況・実
績・効
果・未達
成理由・
改善策平成29年度への繰越時

現在の過年度未収金
（H12度からH28度ま
での147件）として、
2,133,750円あり、こ
れを0円とすること。

最終完了年度(達成目標年度) 令和 2 年度
進捗度

A【子ども子育て支援課】 進捗評価

過年度分については、
再督促状の送付や納入
相談を推進、児童手当
からの徴収などを行
い、未収金額の減少を
目指す。併せて、滞納
者に行方不明などもい
るため、現状等の再確
認を行った後、回収不
能と判断した案件につ
いては、時効成立後に
不納欠損処理を行う。
現年度分については、
早期相談などの対応を
行い、未収金とならな
いよう徴収率100%を
目指す。

100

-52-



5 % 17 % % %

No.
取組項目

内　　　容
背景と必要性 年度別計画

【所管(主管)課】 取組の目的 Ｈ２９ Ｈ３１・Ｒ１ Ｒ２

42

㉔

未収金の対策

JR中山香駐車場使
用料

該当する滞納者が１名であることから、納
入通知の発送や電話連絡、自宅訪問を行い
ながら対応する。一括納入が難しければ分
納の約束を取り付ける。

利用者間の公平性を保
つため全額徴収する。

具体的な
活動プラ
ン(数値目

標)

９月：納入通知書再発
行
10月：電話連絡、自
宅訪問
12月：電話連絡、自
宅訪問
３月：電話連絡、自宅
訪問

６月：納入通知書再発
行
８月、10月、１２
月、２月：電話連絡、
自宅訪問

数値目標6,000円（平
成23年度分残）

進捗状
況・実
績・効
果・未達
成理由・
改善策

完納により目標達成と
する。（３９,５００
円）

最終完了年度(達成目標年度) 令和 2 年度
進捗度

【山香振興課】 進捗評価 ＢB

　平成30年10月25
日、本課の要請に対
し、未収金37,500円
の内1,000円の支払い
に応じた。生活苦の
為、全納は困難。

全納は困難な生活状況
にあるため、分割納入
にて少額回収の回数を
増やし、完納を目指
す。

未収金39,500円内
2,000円の支払いに応
じた。
全納は困難な生活状況
にあるため、分割納入
にて少額回収の回数を
増やし、完納を目指
す。

４月・・・納入通知書
再発行
６月・・・電話連絡、
自宅訪問
８月・・・電話連絡、
自宅訪問
１０月・・・電話連
絡、自宅訪問
１２月・・・電話連
絡、自宅訪問
２月・・・電話連絡、
自宅訪問
数値目標30,200円
（平成23,24年度分）

４月：納入通知書再発
行
６月、８月、１０月、
１２月、２月：電話連
絡、自宅訪問
数値目標6,300円（平
成25年度分）

Ｈ３０
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% 83 % % %

No.
取組項目

内　　　容
背景と必要性 年度別計画

【所管(主管)課】 取組の目的 Ｈ２９

未収金の対策

給食費

杵築調理場

給食費納付誓約書により、児童手当法第２
１条の規定による児童手当からの徴収徹底
や学校と連携し、未納者への督促、電話催
告等の強化、また徴収困難事例についての
不納欠損の精査を厳格に行う。

安心安全なおいしい学校
給食を提供するために、
学校給食法第１１条規定
の「喫食に係る給食事業
そのものの経費について
は、保護者負担とする」
という趣旨理解の徹底を
図ることが必要である。
【収納率】
H26年度
現年度　小学校99.7％
　　　　中学校99.4％
過年度　小学校27.5％
　　　　中学校63.1％
Ｈ27年度
現年度　小学校99.7％
　　　　中学校99.5％
過年度　小学校  9.6％
　　　　中学校61.4％
H28年度
現年度　小学校99.9％
     　 　中学校99.7％
過年度　小学校22.9％
 　　　  中学校47.2％

具体的な
活動プラ
ン(数値目
標)

収納率
現年度99％以上
過年度50％以上

進捗度

現年度　小学校
99.9％　中学校
99.6％
過年度　小学校
17.8％　中学校
14.8％
特に過年度について
は、学校と連携し、個
別に折衝した
現年度については、早
めに児童手当からの徴
収を徹底する

100

収納率
現年度99％以上
過年度50％以上

Ｈ３０ Ｈ３１・Ｒ１ Ｒ２

収納率
現年度99％以上
過年度50％以上

現年度　小学校
99.2％　中学校
98.8％過年度　小学
校　38.4％　中学校
29.3％
特に過年度について
は、学校と連携し、個
別に折衝したこと

現年度については、早
めに児童手当からの徴
収を徹底する

収納率
現年度99％以上
過年度50％以上

進捗状
況・実
績・効
果・未達
成理由・
改善策

未収金の削減（収納率
向上）。現年度分・過
年度分ともに100％の
徴収率をめざす。

最終完了年度(達成目標年度) 令和 2 年度
【教育総務課】 進捗評価

42

㉕

１

ＢA
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% 98 % % %

取組の目的

最終完了年度(達成目標年度)

No.
取組項目

内　　　容
背景と必要性 年度別計画

【所管(主管)課】

令和 2 年度
進捗度

収納率
現年度99％以上
過年度50％以上

Ｈ２９ Ｈ３０

42

㉕

２

未収金の対策

給食費

山香調理場

【教育総務課】 進捗評価

Ｒ２

給食費納付誓約書により、児童手当法第２
１条の規定による児童手当からの徴収徹底
や学校と連携し、未納者への督促、電話催
告等の強化、また徴収困難事例についての
不納欠損の精査を厳格に行う。

具体的な
活動プラ
ン(数値目

標)

収納率
現年度99％以上
過年度50％以上

収納率
現年度99％以上
過年度50％以上

安心安全なおいしい学校
給食を提供するために、
学校給食法第１１条規定
の「喫食に係る給食事業
そのものの経費について
は、保護者負担とする」
という趣旨理解の徹底を
図ることが必要である。
【収納率】
H26年度
現年度    小学校99.1％
　　　    中学校99.4％
過年度　小学校62.2％
　　　　中学校39.3％
Ｈ27年度
現年度　小学校99.1％
　　　　中学校99.3％
過年度　小学校43.2％
　　　　中学校67.1％
Ｈ28年度
現年度　小学校99.4％
　　　　中学校98.2％
過年度　小学校39.9％
　　　　中学校49.2％

未収金の削減（収納率
向上）。現年度分・過
年度分ともに100％の
徴収率をめざす。

進捗状
況・実
績・効
果・未達
成理由・
改善策

ＢA

現年度　小学校
99.2％　中学校
99.2％
過年度　小学校
46.5％　中学校
61.8％         学校と
連携し折衝できたこと

児童手当徴収及び学校
と連携して個別折衝を
実施する

現年度　小学校
99.3％
（調定額
18,476,080円/収納
額18,339,680円）
中学校　99.0％
（調定額
10,294,840円/収納
額10,194,040円）
過年度　小学校
56.7％
（調定額361,800円/
収納額205,000円）
中学校　54.6％（調
定額246,220円/収納
額134,400円）特に
過年度については、学
校と連携し、個別に折
衝した
現年度については、早
めに児童手当からの徴
収を徹底する。

収納率
現年度99％以上
過年度50％以上

Ｈ３１・Ｒ１

100
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% 96 % % %

現年度及び前年度滞納
者に対して電話、文書
にて催告・督促を行
う。
過年度滞納者に対して
は面談等により理解を
求め、納付、分納誓
約、徴収猶予の検討を
行い、長期滞納者に対
しては、回収業者に委
託することも検討して
いく。
（目標収納率：現年
85％、過年80％）

現年度及び前年度滞納
者に対して電話、文書
にて催告・督促を行
う。
過年度滞納者に対して
は面談等により理解を
求め、納付、分納誓
約、徴収猶予の検討を
行い、長期滞納者に対
しては、回収業者に委
託することも検討して
いく。
（目標収納率：現年
83％、過年71％）

Ｒ２
内　　　容

背景と必要性 年度別計画

進捗度

夜間当直時間帯の預り金の継続、日直時間
帯の診療費計算可能な体制への変更。
診療費を確定させて、すぐに請求できるよ
うに患者に対して保険証を随時確認。
入院患者に対して、連帯保証人の徴求を徹
底する。退院時に全額精算を徹底させるに
より未収金発生を防ぐ。
分納誓約者の納付徹底、催告書・督促書送
付、電話連絡等による徴収強化。
長期滞納者に対しては、回収業者に委託す
ることも検討していく。

【所管(主管)課】 取組の目的

【山香病院】 進捗評価

42

㉖

未収金の対策

診療費

診療に要する費用一部
負担額において、負担
の公平性を図るため未
収金対策は課題となっ
ている。

収納率
26年度
　　　現年84.9％
　　　過年73.8％
27年度
　　　現年86.5％
　　　過年72.5％
28年度
　　　現年82.4％
　　　過年70.5％
29年度
　　　現年86.2％
　　　過年80.0％
30年度
　　　現年84.0％
　　　過年69.8％

具体的な
活動プラ
ン(数値目
標)

進捗状
況・実
績・効
果・未達
成理由・
改善策

未収金発生の防止
収納率の向上（特に過
年分）

最終完了年度(達成目標年度) 令和 2 年度

No.
取組項目

Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１・Ｒ１

電話、文書にて督促を
継続しているが、過年
度分について、死亡者
の保証人への督促が進
まなかった事等により
目標未達となった。督
促できていない滞納者
もおり、当院の対応を
さらに詰めていく。回
収業者とも数回打合せ
を行なっているが、委
託はしていない。滞納
者への督促を徹底させ
た後に再度委託を検討
する。
目標収納率現年：
85％⇒実績：84％
　　　　　　過年度：
75％⇒実績：70％

電話、文書の督促の継
続と、面談により分納
誓約を行う等して回収
を図る。

電話、文書にて督促を
継続している。
目標収納率
現年：83％
⇒実績：86.2％
過年度：71％
⇒実績：80％
継続して督促を行う。

現年度及び前年度滞納
者に対して電話、文書
にて催告・督促を行
う。
過年度滞納者に対して
は面談等により理解を
求め、納付、分納誓
約、徴収猶予の検討を
行い、長期滞納者に対
しては、回収業者に委
託することも検討して
いく。
（目標収納率：現年
85％、過年75％）

現年度及び前年度滞納
者に対して電話、文書
にて催告・督促を行
う。
過年度滞納者に対して
は面談等により理解を
求め、納付、分納誓
約、徴収猶予の検討を
行い、長期滞納者に対
しては、回収業者に委
託することも検討して
いく。
（目標収納率：現年
85％、過年80％）

ＢA

100
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（３）歳出の抑制

30 % 30 % % %

30 % 30 % % %

対前年度比(H30決算
ベース)増減率：±
20％以内
一般財源：500,000
千円以内

対前年度比(H29決算
ベース)増減率：±
20％以内
一般財源：500,000
千円以内

進捗評価

背景と必要性

市単独補助金はH26決
算で4.8億円、H27決
算で4.7億円となってい
る。補助金は反対給付
のない公金支出で、客
観的な公平性が必須と
されている。現在、支
出に対する基準等も不
明瞭な部分があり、不
要な支出がある可能性
がある。

Ｈ３０

具体的な
活動プラ
ン(数値目
標)

進捗度

国・県補助金の活用を図り、市単から補助
事業への移行を図る（補助金の獲得を推
進）。
補助金交付基準のうち、補助対象・対象外
など明確化を図り、適正な補助制度を確立
する。
補助金の見直しを行い、少額補助金や不必
要な補助金の整理を実施。

市単独補助金を今後5年
間で10％、10年間で
20％削減する。

進捗評価

進捗状
況・実
績・効
果・未達
成理由・
改善策

進捗度

内　　　容

取組の目的

普通建設事業は合併後
10年間で前年度増減が
△17％～＋34％、一
般財源比率も11％～
40％と幅が大きく、当
年度の収支や後年度の
公債費に少なからず影
響を及ぼしている。
出入りが大きいという
ことは、財源となる起
債の借入や償還計画、
基金の管理や運用を含
め収支計画が立てにく
い。

①性質別歳出額（普
建）の前年度増減比を
±20％以内に抑制

②普通建設事業費一般
財源額を5億円以内に抑
制

【財政課】

【所管(主管)課】 Ｈ２９

進捗状
況・実
績・効
果・未達
成理由・
改善策

取組項目 年度別計画

【所管(主管)課】 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１・Ｒ１ Ｒ２

年度別計画

No. 内　　　容
背景と必要性

44
補助金等の見直し

最終完了年度(達成目標年度) 令和

43

普通建設事業費の
年度間平準化

具体的な
活動プラ
ン(数値目
標)

【財政課】
年度

No.
取組項目

最終完了年度(達成目標年度) 令和 年度

総合計画の実施計画に重点を置き、重要案
件や大規模事業の把握はもちろん、中小事
業も把握可能なものはすべて把握する。
実施計画で得た情報で年度間調整を実施

2

2

取組の目的

（H30決算）
対前年度比増減率：△
35.9％
一般財源：290,386
千円

決算ベースにおいて一
般財源は目標を達成し
たが、事業費及び増減
率は抑制できていな
い。継続的に適正な投
資的経費の管理を行
う。

（H29決算）
対前年度比増減率：
+64.1％
一般財源：358,554
千円
決算ベースにおいて一
般財源は目標を達成し
たが、事業費及び増減
率は抑制できていな
い。継続的に適正な投
資的経費の管理を行
う。

対前年度比(H32決算
ベース)増減率：±
20％以内
一般財源：500,000
千円以内

対前年度比(H31決算
ベース)増減率：±
20％以内
一般財源：500,000
千円以内

H30決算：4.1億円
補助金交付基準見直し
の検討したが、改正ま
でには至らなかった。

決算ベースにおいて市
単独補助金は減少した
が、補助金交付基準の
見直しについては
引き続き検討する。

H29決算：4.4億円
補助金交付基準見直し
の検討したが、改正ま
でには至らなかった。
引き続き検討する。

Ｒ２Ｈ３１・Ｒ１

H28決算ベース4.8億
円と比較して市単独補
助金を6％削減する。
Ｒ1決算：4.5億円以
内
（4.8億円×0.94)

H28決算ベース4.8億
円と比較して市単独補
助金を4％削減する。
H30決算ベース：4.6
億円以内（4.8億円×
0.96)

H28決算ベース4.8億
円と比較して市単独補
助金を2％削減する。
H29決算ベース：4.7
億円以内（4.8億円×
0.98)

H28決算ベース4.8億
円と比較して市単独補
助金を8％削減する。
Ｒ2決算：4.4億円以
内
（4.8億円×0.92)

ＢB

ＢB
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% % % %
2 年度

進捗状
況・実
績・効
果・未達
成理由・
改善策

進捗度
最終完了年度(達成目標年度)

進捗評価

担当課長の１次評価
後、総務課長と政策推
進課長の合同ヒアリン
グにて２次評価を行
う。対象事業を絞った
うえで、行政改革推進
委員会で当該事業の評
価を実施する。

担当課長、総務課長の
評価の後、行政改革推
進委員会で事業評価を
実施する。

担当課長、総務課長の
評価の後、行政改革推
進委員会で事業評価を
実施する。

具体的な
活動プラ
ン(数値目
標)

【所管(主管)課】

【総務課】

45
事業評価の実施

No.
取組項目 年度別計画

内　　　容
背景と必要性

取組の目的

令和

総合計画に掲げた事業について、内部評価
と第三者機関での外部評価を行い、評価結
果を次年度の予算編成に反映させる。

財政運営の抜本的な改革
が必要であり、事業実施
については、必要性や重
要性、公平性を判断する
とともに、常に、財源の
裏付けを確認し、国や
県、近隣市町村の動向を
注視しながら、事業の取
捨選択や優先順位付けを
行う。

今後予想される厳しい財
政状況を踏まえ、事業の
取捨選択を行わなければ
ならない。

事業費合計
6,437,634千円 191
件について、評価を
行った。当委員会にお
ける外部評価は、継続
が１５３件で最も多
く、次いで、内容見直
しが２４件、拡大が３
件となった。（事業廃
止があり合計が合わな
い。）評価報告を市長
に提出し、予算編成に
反映することを要望し
た。
国費や県費が財源に
入っており、かつ、そ
の補助率が多いもの
は、評価の対象外と
し、評価対象事業を減
らすことを検討する。
事業評価シートを見直
し、原課の事務軽減を
図る。

Ｒ２

担当課長の１次評価
後、総務課長と政策推
進課長の合同ヒアリン
グにて２次評価を行
う。対象事業を絞った
うえで、行政改革推進
委員会で当該事業の評
価を実施する。

ＡA

100

事業費合計
7,953,487千円
153件について、評
価を行った。当委員会
における外部評価は、
継続が142件で最も
多く、次いで、内容見
直しが8件、拡大が1
件となった。（事業廃
止があり合計が合わな
い。）評価報告を市長
に提出し、予算編成に
反映することを要望し
た。

総務課、政策推進課、
財政課との調整会議を
行い、財政的連動、事
業優先順位付け等を検
討する。

Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１・Ｒ１

100
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